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1
(1)

① 市民理解の促進

1
障害企画
課

広報・啓発活動の推進
市政だよりなどの広報，報道機関への積極的な情報提
供，福祉まつりなどのイベント等，多様な媒体・機会を
活用し，障害のある方の市民理解の促進等を図る。

○障害による差別解消の取り組みについて，市政だよ
りの特集や独自の広報誌，啓発用事例集などを作成
し，積極的に広報を行った。

○ウエルフェアなど，障害のある方とない方がともに作
りあげるイベントの実施により，相互交流の機会を創出
した。

○12月の福祉まつりウエルフェアにおいて，当事者が
パネリストとして自身の体験を発信する「障害理解促進
のためのシンポジウム」を行い，市民への障害理解促
進を図った。
　・会場：福祉プラザ　ふれあいホール
  ・講演来場者：200人

○障害による差別解消の取り組みについて，仙台市の
ホームページ掲載に加えて，市政だよりの特集や独自
の広報誌，啓発用事例集などを作成し，積極的に広報
を行った。

○ウエルフェアなど，障害のある人だけではなく，障害
のない人にも参加しやすいようなイベントを企画し，障
害理解の促進に取り組んだ。

○12月の福祉まつりウエルフェアにおいて，「誰もが共
に暮らしやすい地域づくりのために～相談活動の実践
から考える障害者差別解消法とは～」をテーマに講演
を行い，市民への障害理解促進を図った。
　・会場：福祉プラザ　ふれあいホール
  ・講演来場者：200人

○障害者差別解消や障害理解促進に関する広報を，
福祉関係者だけでなく民生委員や企業等にも実施する
ことで，広く障害理解の促進を図った。

○障害の有無に関わらず誰もが気軽に参加して楽しめ
るイベントの実施や，障害者自身の体験発表の場を設
けることで，障害について関心を持つきっかけ作りや，
障害のある人とない人の相互交流の促進を図った。

今後も，障害に関する正しい理解を促進するため，
様々な情報提供の機会を通して，福祉関係者のみなら
ず，地域や企業等へも積極的に広報を行っていく。ま
た，様々なイベントを通して障害の普及・啓発や相互交
流の促進を図り，市民理解の促進に努める。

2

教育局生
涯学習支
援セン
ター

市民センターにおける各種事業
市民センターにおいて，市民が障害に関する理解を深
めたり，障害のある人も学習や社会参加・交流の機会
を得られるよう配慮した生涯学習事業を実施する。

・障害への理解を深める講座を6館で6事業行った。

・障害のある人も参加できるよう，要約筆記付講座を2
館で3事業，手話通訳付講座を3館で4事業行った。

・障害への理解を深める講座を8館で8事業行った。

・障害のある人も参加できるよう，要約筆記付講座を3
館で4事業，手話通訳付講座を3館で5事業行った。

事業の中でキャップハンディ体験等を行うことにより，
参加者の障害への理解が深まった。また，要約筆記・
手話通訳付きの講座も企画・実施しており，障害のあ
る人への学習の機会も提供している。

今後も利用者や地域住民等のニーズを鑑みながら，事
業を企画・実施していく。

3
障害企画
課

市政出前講座の活用等による各種
研修の実施

障害者保健福祉計画，障害のある方の福祉サービス
などについて市政出前講座の項目に入れるとともに，
市民からの要請に応じ，さまざまなテーマにて講座を
実施する。

全体で2件

○テーマ「障害者の保健福祉サービス」
 ・内容：障害者保健福祉計画のあらまし
 ・件数：1件

○テーマ「（設定外）」
 ・内容：障害者差別解消法について
 ・件数：1件

※上記の2件の講座は，同団体に対し同日に行ったも
の。

○テーマ「障害者の保健福祉サービス」
 ・内容：障害者保健福祉計画のあらまし
 ・件数：1件

・市民からの要請に応じ，障害者保健福祉計画の概要
等，障害に関する知識の普及啓発と，市民理解の促進
につなげることができた。

・市政出前講座においては広聴統計課経由の依頼を
集計しているが，障害企画課に対して個別に依頼は来
ており，障害理解の促進を中心として市民の要請に応
えている実態がある。

市民の障害理解等に関する普及を図るため，市民の
ニーズに沿った講座を開催できるように図る。具体的に
は，平成28年4月の法・条例の施行などにより関心が
高まっている障害者差別の解消について，市民からの
要請に応えられるように講座を実施していく。

4
障害者支
援課

◎
精神疾患・精神障害に対する正しい
理解の普及啓発
（再掲：整理番号84）

・精神保健福祉対策(普及・啓発）として，精神保健福祉
ハンドブックの作成等を行う。

・精神疾患・精神障害の正しい知識の普及と適正な態
度の醸成を目的とした「メンタルヘルスプロモーション」
を推進する。具体的には，精神障害者自身が，自らの
疾病体験を語るという方法（スピーカーズ・ビューロー）
により，一般市民等への偏見の除去に取組む。

○精神保健福祉ハンドブックの作成・配布
　・9,000部作成（各医療機関及び事業所
　　に配布）

○精神障害当事者により講演活動を中心と
    した，精神障害の知識の普及啓発を行っ
    た。
　・講演回数：28回
　・聴講者数：1,131人

○精神保健福祉ハンドブックの作成・配布
　・9,000部作成（各医療機関及び事業所
　　に配布）

○精神障害当事者により講演活動を中心と
    した，精神障害の知識の普及啓発を行っ
    た。
　・講演回数：25回
　・聴講者数：938人

・ハンドブックは精神疾患を有する市民が利用できる
サービス等をまとめており，より広く制度やサービスを
周知することができた。

・スピーカーズ・ビューローは偏見除去の効果が極めて
高いことが知られているが，国内でも先進的な取組み
であり，普及啓発手法としての一般化のためには更な
る知見の蓄積が必要である。特に，疾病体験を聴衆に
語る技能・技術を習得した精神障害者の育成が重要で
ある。

・今後も引き続き，精神保健福祉ハンドブック等による
普及啓発に取り組む。

・スピーカーズ・ビューローの手法を一般化させるため
に，語り手となり得る人材の育成に今後も取り組む。

5
障害者総
合支援セ
ンター

難病等普及啓発
難病患者等に対する相談支援体制を強化するため，
相談に携わる人材の育成を行うとともに，市民に対す
る啓発活動を行う。

・難病支援検討会（難病の方が抱える経済的課題と就
労支援）　参加者16名

・学生を対象とした難病講演会　参加者90名

・難病に関する市民講演会　参加者50名

○難病支援連絡会（以下，参加者の人数）
・難病医療相談会企画会議：27人
・セルフマネジメント講演会：18人
・事例検討会 第1回：15人
　　　　　　　　　第2回：15人
　　　　　　　　　第3回：23人
・意見交換会：17人

○いず☆ちゅう健幸祭
健康増進センター，北部発達相談支援センターと協働
で実施しているイベントの中で，難病の理解促進のた
めの「難病クイズ」コーナーを設置し，患者団体と一緒
に啓発を行った。

難病支援検討会を，事例検討のみではなく，難病支援
の課題について関係機関で協議する難病支援連絡会
として改めて実施した。難病医療相談会企画会議や意
見交換会では，区担当者と患者団体とが意見交換し，
これからの支援の在り方を検討することで医療相談会
の企画に活かすことができた。

セルフマネジメント講演会では，当事者および支援者
が病気や葛藤と上手に付き合う方法を学ぶことで，自
分らしい生活を前向きに送ることにつながった。

いず☆ちゅう健幸祭では，患者会の方々が自身の病気
のことなどについて市民への説明を積極的に行い，理
解者を増やすことにつながった。

・難病支援の課題の明確化までは至っていないが，就
労支援や自己管理のスキルの向上，神経難病患者に
対する支援の在り方など，継続的に取り上げていくべ
きテーマが複数出てきている。

・難病支援の課題について多機関で検討する難病支
援連絡会を継続し，今後も支援者のネットワーク強化
を図ることが必要である。支援者は疾患が多岐に渡り
関わる事例が少なく自信が持てずにいることが多いた
め，事例検討会を開催し扱った事例を事例集としてま
とめ，支援方法の蓄積を図る。

仙台市障害者保健福祉計画・第4期仙台市障害福祉計画　掲載事業　実施状況

自立に向けた市民理解の促進と権利擁護の推進
市民理解と相互交流の促進

参考資料４ 
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6
障害企画
課

点字・声の広報発行

視覚障害のある方を対象に生活情報を点字・音声版で
毎月発行する他，希望に応じ必要な文書等を音・点字
訳して提供する。また，「せんだいふれあいガイド」の冊
子から視覚障害のある方が必要な情報を抜粋し，点
字・音声版を作成する。

視覚障害のある方を対象に点字・音声版により必要な
情報提供等を行った。

○生活情報の点字・音声版提供者数
　・点字版：2,068人
　・音声版：2,312人

○ふれあいガイド点字・音訳版作成部数
　・テープ版：抜粋版25組，完全収録版5組
　・音声版：完全収録版100枚
　・点字版30部

○点字，音訳サービス利用件数
　・点訳サービス：35件
　・朗読サービス：1件

視覚障害のある方を対象に点字・音声版により必要な
情報提供等を行った。

○生活情報の点字・音声版提供者数
　・点字版：1,836人
　・音声版：2,251人

○ふれあいガイド点字・音訳版作成部数
　・テープ版：抜粋版30組，完全収録版5組
　・音声版：完全収録版100枚
　・点字版30部

○点字，音訳サービス利用件数
　・点訳サービス：23件
　・朗読サービス：0件

視覚等に障害のある方を対象に様々なサービスや催
事情報等の情報を，点字や音声で提供することで，障
害のある方の情報取得の機会の均等を図った。

今後も，障害のある方の生活に密着した情報を発信し
ていく。また，点字や墨字，デイジー版，カセットテープ
版など，個々のニーズに沿った形で情報提供を行って
いくともに，より広くサービスの周知を図り，障害のある
方の情報取得の機会のより一層の均等を図る。

② 相互理解と交流の促進

7
障害企画
課

障害のある方との交流を深める各種
イベント開催

障害のある方の芸術・文化活動振興及び市民の障害
福祉への理解啓発のため，福祉まつりウエルフェア等
のイベントを開催する。

福祉まつり「ウエルフェア2015」を開催した。

○屋外
　・開催日：平成27年10月4日（日）
　・会　 場：勾当台公園市民広場等
　・来場者：約11,000人

○屋内（障害者週間記念式典，障害理解促
　 進講演等）
　・開催日：平成27年12月6日（日）
　・会　 場：仙台市福祉プラザ ふれあい
               ホール
　・来場者：200人

福祉まつり「ウエルフェア2016」を開催した。

○屋外
　・開催日：平成28年10月２日（日）
　・会　 場：勾当台公園市民広場等
　・来場者：約12,000人

○屋内（障害者週間記念式典，障害理解促
　 進講演等）
　・開催日：平成28年12月4日（日）
　・会　 場：仙台市福祉プラザ ふれあい
               ホール
　・来場者：200人

屋外イベントでは，「One for all All for one ～むすぼ
う，自分から～」をテーマにした企画を実施した。シー
ルラリーなど参加型企画を実施し，誰もが楽しめる企
画の充実を図った。

屋内イベントでは，「誰もが共に暮らしやすい地域づくり
のために～相談活動の実践から考える障害者差別解
消とは～」の講演を行うことで，障害のある方の社会参
加の促進や創作意欲の増大に貢献した。

障害のある方だけでなく，障害と関わりが少ない市民も
気軽に参加して楽しめるよう，内容等に一層の工夫を
していくことで，さらなる来場者の増加を図り，障害及び
障害のある方への理解がより一層促進されることを目
指す。また，東京パラリンピックに向けて，障害スポー
ツの認知度が高まるようなイベントを実施していく。

8
障害企画
課

障害理解を促進するための事業の
推進

障害のある方とない方の相互理解促進のため，心の
輪を広げる体験作文及び障害者週間のポスターの募
集・審査・表彰等を実施する。

心の輪を広げる体験作文コンクール・障害者週間のポ
スターコンクールを実施し，入選作品を障害者週間記
念式典で表彰した。また，各部門の最優秀賞は全国コ
ンテストへ推薦した。

○心の輪を広げる体験作文コンクール
　・応募作品：68点
　　（小学生29点，中学生34点，
　　　高校生・一般5点）

○障害者週間のポスター
　・応募作品：13点
　　（小学生12点，中学生1点）

心の輪を広げる体験作文コンクール・障害者週間のポ
スターコンクールを実施し，入選作品を障害者週間記
念式典で表彰した。また，各部門の最優秀賞は全国コ
ンテストへ推薦した。

○心の輪を広げる体験作文コンクール
　・応募作品：88点
　　（小学生8点，中学生77点，
　　　高校生・一般3点）

○障害者週間のポスター
　・応募作品：18点
　　（小学生16点，中学生2点）

障害のある方とない方との心のふれあい体験をつづっ
た「心の輪を広げる体験作文」と障害のある方に対する
理解の促進を図る「障害者週間ポスター」を広く小・中
学校等から募集したほか，入賞作品を集めた作品集を
制作し，配布したことにより，児童・生徒の障害理解の
促進を図ることができた。また，作品の全てにおいて，
障害の有無に関わらず，共に助け合うことが大切であ
るという思いが込められており，「共生社会の実現」に
向け，作文とポスターの募集が一定の役割を果たした
と考える。

引き続き，多くの児童・生徒の関心が得られるよう，小・
中学校への応募を前提とした「小・中学生ポスター教
室」の開催等を通じて本事業の周知を図り，障害のあ
る方とない方との一層の相互理解の促進を図る。

(2)

① 権利擁護の推進

9
障害企画
課

成年後見制度の利用支援

判断能力が不十分な知的・精神障害のある方につい
て，配偶者及び2親等内の親族がいない場合，親族に
よる申し立てが期待できないとき，市が成年後見制度
の申立を行う。また，市が申し立てた者のうち，鑑定料
や後見報酬の支払能力がない者については後見報酬
などを助成する。

・市長申立件数：4件
・後見報酬支払い件数：5件

・市長申立件数：5件
　※ 申立てに係る費用助成の実績：8件
　　　（内，年度内の市長申立てまで至らな
　　　かった事案が3件(1人死亡)）。
・後見報酬支払い件数：3件

左記市長申立手続きに係る諸費用や後見人等に支払
う報酬について助成を行ったほか，親族関係が複雑な
事案については適切な機関に戸籍調査を委託したこと
で，経済面及び申立て手続きの効率化の視点から，障
害者の円滑な制度利用に寄与することができた。

また，支援状況等について関係機関と確認・協議等を
図るため，隔月で成年後見サポート推進協議会を開始
し，適切な支援実施のために必要となる意見聴取や，
連携強化等を進めることができた。

障害者が適切な支援のもと円滑に制度利用ができるよ
う，引き続き，左記の助成事業や調査委託事業，関係
機関との連携による取り組みを進める。

10 社会課
日常生活自立支援（市区権利擁護
センター）

仙台市権利擁護センター（まもりーぶ仙台）や各区の権
利擁護センターにおいて，障害などにより，判断能力が
十分でない方が，地域で福祉サービスを適切に利用し
自立した生活を送れるよう支援を行う。

・新規利用契約件数：61件
（知的障害21件，精神障害40件）

・実利用件数：284件
（知的障害123件，精神障害161件）

・新規利用契約件数：30件
（知的障害11件，精神障害19件）

・実利用件数：294件
（知的障害128件，精神障害166件）

新規利用契約件数は昨年よりも減っているが，実利用
件数は順調に増加しており，障害者の自立した生活に
寄与した。

引き続き制度の周知を図り，制度の適切な利用が図ら
れるよう支援を行っていく。

11
障害企画
課

◎ 障害者差別解消

共生社会の実現のため，平成28年４月の障害を理由と
する差別の解消の推進に関する本市の独自条例及び
障害者差別解消法の施行にあわせ，普及啓発・交流
のための各種事業を行うとともに，個別相談への対応
に取り組み，障害を理由とする差別の解消を推進す
る。

・ワークショップ開催：10回，518人参加
・シンポジウム開催：2回，225人参加
・意見交換会開催：17団体，112人参加
・市民説明会：5回，34人参加
・事例集の作成：20,000部

・ワークショップ開催：6回，237人参加
・シンポジウム開催：2回，110人参加
・市民協働による啓発事業「TAP」：ワークショップ・シン
ポジウム等11回，延べ約560人参加
・障害者差別解消に関する講師派遣：16回，延べ688人
受講
・パンフレットの作成：50,000部，ポスターの掲出（地下
鉄各車両，市営バス200台：1ヶ月間）
・相談件数　96件

・市民協働事業提案制度を活用した啓発事業の実施
やワークショップ等の開催により，広く周知できた。
・パンフレットを作成し，町内会に回覧を依頼したほか，
各種団体への講師派遣など障害者差別解消や障害理
解促進に関して普及・啓発を行った。
・制定した条例に基づき，相談支援体制を整備し，個別
相談に対応した。

・条例や障害理解に関心を持っていただけるよう市民
や事業者に広報を行っていくとともに，障害理解の促
進に関して障害理解サポーター事業の実施について，
内容を検討しモデル事業を実施する。
・引き続き，障害を理由とする差別に係る個別の相談
について着実に対応していくとともに，相談窓口などを
分かり易くお知らせする事が必要である。

障害者の権利擁護や虐待防止対策の推進
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② 虐待防止対策の推進

12
障害企画
課

虐待防止体制の整備

「障害者虐待防止法」をふまえ，障害者虐待の予防及
び早期発見，障害のある方の保護や自立に向けた支
援などを行う体制の整備を図るとともに，障害者虐待
防止について普及啓発を進める。

虐待を受けた障害者の迅速かつ適切な保護や自立の
ための支援，または，養護者の負担軽減を図るための
支援を提供する。

＜体制整備（継続）＞
○相談受理に関する業務委託（障害者虐待相談ダイ
ヤル ※24時間365日体制）
○緊急対応用居室の確保
○相談機能体制強化の委託

＜相談受理等の状況＞
※括弧内はダイヤルで受理した件数
○ 相談受理件数：合計46件（28件）
　　・養護者による虐待：23件(16件)
　　・施設従事者による虐待：16件（8件）
　　・使用者による虐待：7件（4件）
　※ダイヤル受理の
　　 虐待以外相談件数：（45件）
○虐待と判断した件数：合計6件
　　・養護者による虐待：5件
　　・施設従事者による虐待：1件

虐待を受けた障害者の迅速かつ適切な保護や自立の
ための支援，または，養護者の負担軽減を図るための
支援を提供する。
＜体制整備（新規）＞
○関係機関とのネットワーク構築等を目的として，「仙
台市障害者差別解消・虐待防止連絡協議会」を設置・
開催。同じく権利擁護に関する問題である障害者差別
に関することも含め，各機関の役割や各種取組み状
況，相談の傾向・課題等について情報交換等の取り組
みを実施。
＜体制整備（継続）＞
○相談受理に関する業務委託（障害者虐待相談ダイ
ヤル ※24時間365日体制）
○緊急対応用居室の確保
○相談機能体制強化の委託
＜相談受理等の状況＞
※括弧内はダイヤルで受理した件数
○ 相談受理件数：合計41件（21件）
　　・養護者による虐待：20件(9件)
　　・施設従事者による虐待：15件（9件）
　　・使用者による虐待：4件（2件）
　　・上記以外の虐待：2件（1件）
　※ダイヤル受理の
　　 虐待以外相談件数：（85件）
○虐待と判断した件数：合計7件
　　・養護者による虐待：6件
　　・施設従事者による虐待：1件

○左記連絡協議会の設置・開催により，相談支援現場
における関係機関との連携強化の推進に寄与した。
○前年度に引き続き，夜間・休日における相談窓口の
設置や，緊急時における被虐待障害者の受け入れ施
設の確保等，虐待が発生した際の早期発見及び迅速
な対応に必要となる体制を確保し，障害者の安全確保
及び権利擁護の推進に寄与した。
・相談受理に関する委託事業について，左記実績のと
おり本市における虐待相談の半数以上は当該相談窓
口を通じて把握したものであり，障害者虐待の早期発
見に効果的な事業と考えられる。
・相談機能体制強化のための委託業務について，関係
機関への一層の周知などにより，当該業務がより効果
的なものとなるよう図る必要がある。
○相談件数の最も多い養護者による障害者虐待につ
いて，業務上の課題等を整理し，関係各課公所の役割
や対応の流れをマニュアルとして整備・共有したこと
で，相談支援のより一層の円滑化・適切化を推進する
ことができた。

・虐待の防止及び事案発生時における適切な支援の
ため，支援に携わる者への研修機会の提供や，関係
機関との連携強化等の取り組みを進める。

・定期的に事例検討等の取り組みを行い，相談支援に
携わる者の支援力の向上を図る。

・虐待の早期発見等のため，市民等に対し，様々な機
会を捉え，障害者虐待防止法の周知，権利擁護の啓
発，正しい理解の普及等に関する取り組みを進める。

2
(1)

① 相談支援体制の整備

13
障害者支
援課

相談支援事業の実施
障害のある方の自立と社会参加を促進するため，地域
で生活している障害のある方やその家族等の相談に
応じ，総合的な支援を実施する。

社会福祉法人等に委託し，16ヶ所の事業所で実施して
いる。

・訪問：2,879件
・来所：2,652件
・電話：22,446件

合計：27,977件

社会福祉法人等に委託し，16ヶ所の事業所で実施して
いる。

・訪問：2,846件
・来所：2,129件
・電話：21,012件

合計：25,987件

・自立支援協議会にて，事業所運営の自己評価の取
組みを進めたことにより相談支援の底上げにつなげる
ことができた。

相談支援事業では障害や年齢を問わず幅広い相談内
容に対応することが求められているが，個別給付化さ
れた計画相談支援との境界が曖昧であるため，引き続
き業務内容や実施体制について整理していく。

14
障害者支
援課

相談支援事業の再編強化や区役所
総合相談等（総合相談）

障害などにより「自ら支援を求めることが難しい」方へ
も，必要なときに必要な支援が届けられるよう，区役所
と相談支援事業所のコーディネート機能の強化や地域
の事業者・支援者との連携体制づくりを進める。

区役所・総合支所において，障害の内容や種類・年齢
層を問わず，生活全般にわたる相談に対し，総合的視
点に立った相談を行った。また，区自立支援協議会を
相談支援事業所と協働して運営すること等により相談
支援体制の充実に努めた。

○障害者総合相談延件数（区役所実施分）
　・訪問：3,116件
　・来所：3,461件
　・電話：3,691件
　合計：10,268件

○協働による事例検討
　・開催回数：62回
　・延参加者数：860人
　・検討した事例の延件数：130件

区役所・総合支所において，障害の内容や種類・年齢
層を問わず，生活全般にわたる相談に対し，総合的視
点に立った相談を行った。また，区自立支援協議会を
相談支援事業所と協働して運営すること等により相談
支援体制の充実に努めた。

○障害者総合相談延件数（区役所実施分）
　・　訪問：3,649件
　・　来所：3,839件
　・　電話：4,934件
　合計：12,422件

○協働による事例検討
　・開催回数：44回
　・延参加者数：933人
　・検討した事例の延件数：85件

・区自立支援協議会等を通じて区役所・総合支所と区
内の相談支援事業所の関係強化が図られ，相互の学
びあいや事例検討等を通じて支援の質の向上につな
げることができた。

・区内での各種取組みを活発化させていくためにも，区
自立支援協議会等に多くの関係機関が参加してもらう
ための声掛けを引き続き行う必要がある。

・自立支援協議会等の関連する事業との調整を図りな
がら，地域の相談ニーズに的確に対応していくための
活動を推進する。

15
障害者支
援課

精神保健福祉対策（医師等による
区・総合支所での相談等）

心の健康に関することや精神障害のある方の日常生
活・社会参加などについて，精神科医，精神保健福祉
相談員，保健師などが相談を行う。また，回復途上に
ある在宅の精神障害のある方を対象に，小グループで
レクリエーション活動などを行い，社会復帰の支援を行
う。

○精神保健福祉相談事業
　・相談人数：1,289人
　・相談延回数：2,436回
　・訪問人数：1,076人
　・訪問延回数：3,104回

○社会復帰のための小集団活動
　・83回開催
　・362人参加

○精神保健福祉相談事業
　・相談人数：1,022人
　・相談延回数：2,299回
　・訪問人数：916人
　・訪問延回数：3,221回

○社会復帰のための小集団活動
　・68回開催
　・273人参加

相談人数及び訪問人数は昨年度より減少しているが，
1人当たりの相談回数は増加となっている。相談者一
人ひとりが抱える課題に対し，細やかで，適切な対応
が行えていると考えられ，今後も各区の指導医による
相談を活用し，支援を行っていく。

相談，訪問対応の必要なケースが支援からこぼれ落ち
ることのないよう，過不足のない対応，他機関との関係
構築及び連携関係の強化を図っていく。

16
障害者総
合支援セ
ンター

☆ 障害者相談員による支援
障害者福祉に造詣の深い民間の方々を障害者相談員
として委嘱し（任期2年），地域で暮らす障害のある方が
身近なところで相談支援を受けられる環境を整える。

・障害者相談員：32人
 （身体20人，知的3人，精神3人，高次脳2
   人，難病3人,発達1人）

・相談件数：283件
・会議・研修会参加件数：280件

・障害者相談員32人
（身体21人,知的3人,発達1人,精神3人,高次脳2人,難病
2人）

・相談件数　270件
・会議・研修等への参加状況　320回

・相談支援活動のほか，区自立支援協議会での意見
交換や地域の学校等での福祉学習等を実施したこと
で，地域における生活を支援する体制の充実につな
がった。

・地域における様々な相談支援事業が展開される中
で，本市の相談支援体制の中での障害者相談員の位
置付けと役割の見直しを検討する必要がある。
・障害に対する理解促進を推進し，障害のある方に対
する虐待の防止や差別の解消についての活動が行え
るように，情報提供及び研修等を継続して実施する。

相談支援体制の強化
 生涯にわたり地域での生活を支援する体制の充実 
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17
障害者支
援課

精神保健福祉審議会
精神保健福祉審議会を設置し，精神保健及び精神障
害のある方の福祉に関する事項の調査審議により，精
神保健及び精神障害者福祉の向上を図る。

審議事項（平成24年度から継続）
「精神保健福祉の視点からの災害対応のあり方」
○審議会本会
　・開催回数：1回
○審議会作業部会
　・開催回数：3回

審議事項（平成28年度から新規）
「精神障害者とその家族を支える支援のあり方につい
て」
○審議会本会
　・開催回数：1回
○審議会作業部会
　・開催回数：3回

審議内容について，アンケート調査及び先進地視察を
実施し，本市における「精神障害者とその家族を支える
支援のあり方について」検討を行った。

ヒアリング調査内容などを盛り込み，「精神障害者とそ
の家族を支える支援のあり方について」最終報告（提
言）を取りまとめる。

② 障害の多様化に応じた相談支援の充実

18

障害者総
合支援セ
ンター，
精神保健
福祉総合
センター，
北部・南
部発達相
談支援セ
ンター

専門的な相談機関における相談等

各専門相談機関（障害者総合支援センター（ウェル
ポートせんだい），精神保健福祉総合センター(はあと
ぽーと)，北部・南部発達相談支援センター(北部・南部
アーチル)において，障害のある方の様々な障害特性
や複雑な事例等に応じた相談・支援を行う。

○ウェルポート
  相談件数
　・訪問：136件
　・来所：87件
　・電話・メール：975件
　・その他：120件
　計：1,318件

○はあとぽーと
　相談件数等
　　・来所相談（新規）　309件
　　　　　　　　　（延べ）1,491件
　　・所内電話相談　1,112件
　　・はあとライン（平日昼間）2,146件
　　・ナイトライン（夜間年中）8,465件
　　・診察　計893件

○北部・南部アーチル
　相談件数（南北合計）
　　・新規：1,567件
　　・継続：9,048件
　　　 　計：10,615件

○ウェルポート
  相談件数
　・訪問：431件
　・来所：657件
　・文書：640件
　・電話・メール：1,089件
　・その他：140件
　計：2,957件
・重度障害者コミュニケーション相談：1,783件
・中途視覚障害者相談：2,582件

○はあとぽーと
　相談件数等
　　・来所相談（新規）　238件
　　　　　　　　　（延べ）1,589件
　　・所内電話相談　1,501件
　　・はあとライン（平日昼間）2,261件
　　・ナイトライン（夜間年中）8,747件
　　・診察　計787件

○北部・南部アーチル
　相談件数（南北合計）
　　・新規：1,615件
　　・継続：8,668件
　　　 　計：10,283件

○ウェルポート
健康増進センター・アーチル・はあとぽーととの協働で
イベントを開催したほか，機関誌や案内リーフレットを
通じて当センターの事業を広く周知する等により，必要
な方が相談しやすい環境づくりを行った。
また,身体障害の方や高次脳機能障害の方に対する相
談支援のほか,補装具判定等において，多職種連携に
よる支援を行い,専門的相談の充実を図ることができ
た。

○はあとぽーと
相談件数は全体として昨年度より増加しており，行動
上の問題，家族関係，精神的悩みを主訴とした相談が
多くなっている。背景にひきこもりの問題がある場合も
多い。

○北部・南部アーチル
相談件数は，昨年度と比較し新規相談は増加したが継
続相談は減少となった。総件数についても，平成24年
度の南部アーチル開設後は顕著な増加を見せたもの
の，平成26年度をピークに減少しており，相談件数が
頭打ちとなっている状況を示している。

○ウェルポート
専門相談機関としての相談・支援機能を発揮するにあ
たり，当センターの機能や役割について，広く認知され
ることが重要である。
引き続き，機関紙の発行やホームページ等の各種媒
体による広報を実施する。
また，高次脳機能障害や難病等未だ支援の手法が充
分ではない障害の方に対する専門的支援の充実を図
るとともに，区及び相談支援事業所との連携を強化す
る。

○はあとぽーと
相談の質を担保しつつ，適切なタイミングで相談を受け
ていくことができるよう，相談件数の増加に対応してい
く。

○北部・南部アーチル
今後も引き続き増加する市民の発達相談のニーズに
対応していくため，適宜相談体制の見直しを行いなが
ら，効率的な相談業務運営に努める。また，関係機関
との連携を強化し，発達障害児者地域支援体制づくり
のコーディネート役として，地域の相談機関・施設等の
バックアップを行う。

19

発達相談
支援セン
ター（南
北）

自閉症児者相談支援センター運営
管理及び拡充

自閉症児者に対する地域生活支援システム整備の一
貫として，自閉症児者相談支援センターを開設し，支援
の拡充を図る。

○継続的かつ頻回な支援を必要とする自閉症等の特
性を持つ発達障害児者を対象に，相談支援を行った。
　・延べ相談件数：3,607件（2センター合計）

○支援者向けの研修会を開催した。
　・行動障害研修基礎編全2回　延べ140名参加
　・事例検討会全3回　延べ75名参加
　・実践力向上研修（年度内2回）　延べ6名参加

○継続的かつ頻回な支援を必要とする自閉症等の特
性を持つ発達障害児者を対象に，相談支援を行った。
　・延べ相談件数：4,934件（2センター合計）

○支援者向けの研修会を開催した。
　・行動障害研修基礎編全2回　延べ264名参加
　・事例検討会全3回　延べ59名参加
　・実践力向上研修（年度内1回）　延べ3名参加

○自閉症等の特性を持つ発達障害児者を対象に，積
極的にアウトリーチにより継続的かつ頻回な支援を
行った。

○行動障害研修については，事例検討会の他，実践
力向上研修を実施し，ヘルパー等が施設で実際に学
ぶ機会となり，行動障害への対応を実践にて学ぶ機会
となった。

○自閉症児者相談センターも継続相談を多く抱えてお
り，今後人材育成により，地域の支援機関に直接支援
を委ねていく必要がある。
○地域の支援機関との連携やバックアップを積極的に
行い，コーディネート機能を強化していく。

20
障害者総
合支援セ
ンター

中途視覚障害者支援センター
中途視覚障害の方の地域での自立した生活を実現す
るため，中途視覚障害者支援センターを設置・運営す
る。

○相談事業
　・実利用者数：248人
　・延べ支援回数：2,318回

○職業リハビリテーション事業
　・実利用者数：12人
　・述べ訓練回数：241回

○交流会事業
　・合計15回実施
　・延べ参加人数：335人

○当事者向け研修
　・合計17回開催
　・延べ参加人数：352人

○支援者研修
　・合計3回開催
　延べ参加人数：18人

○視覚障害者のための生活用具展示会
    （eye eye　福祉機器展）開催
　・参加者：275人

○相談事業
　・2,582件

○職業リハビリテーション事業
　・実利用者数：20人
　・延べ訓練回数：167回

○交流会事業
　・合計8回実施
　・延べ参加人数：233人

○当事者向け研修
　・合計14回開催
　・参加人数：279人

○支援者研修
　・合計3回開催
　参加人数：37人

○視覚障害者のための生活用具展示会
    （eye eye　福祉機器展）開催
　・延べ参加者：329人

・重度の視覚障害者に対しては，相談から職業リハビリ
テーションまでの一貫した支援が展開でき，一定の支
援体制整備が図られた。

・地域の相談支援事業所等においても，視覚障害者の
相談や支援が行えるよう，相談支援事業所等を対象と
した体系的な研修を実施し，更なる支援体制の充実を
図る。
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22
教育局教
育相談課
（子供未
来局）

◎ 児童生徒の「心のケア」推進事業

児童生徒の健やかな成長のために，各学校の教育相
談体制を充実させるとともに，様々な悩みや相談に対
応するために心の専門家であるスクールカウンセラー
を全校に配置・派遣する。また，教職員の教育相談の
対応力の向上を目指して心のケア研修を実施する。さ
らに，仙台市児童生徒の心のケア推進委員会を設置し
中長期的な取組を検討するとともに，震災に伴う心の
ケアを推進する。

・学校相談体制を充実させるため，市内全ての市立学
校にスクールカウンセラーの配置または派遣を行っ
た。

・学校において児童生徒の心のケアを推進していくた
め，職種別に4回の研修会を開催した。参加人数は479
名。

・精神科医や臨床心理士，大学教授などの心の専門家で構
成される心のケア推進委員会を3回開催し，助言を得ながら
心のケアの取組を行った。

・学校相談体制を充実させるため，市内全ての市立学
校にスクールカウンセラーの配置または派遣を行っ
た。

・学校において児童生徒の心のケアを推進していくた
め，職種別に4回の研修を実施した。参加人数は505
名。

・精神科医や臨床心理士，大学教授などの心の専門
家で構成される心のケア推進委員会を2回開催し，助
言を得ながら心のケアの取組を行った。

･全ての市立学校にスクールカウンセラーを配置，派遣
することによって，全ての学校で児童生徒の相談や対
応を行うことができた。

・心のケア研修を継続して開催することで，学校の教育
相談体制の強化や，教職員の心のケアに関する知識
や力量の向上を図ることができた。

・震災時，未就学児であった小学校低学年の児童や，
被災地からの転入生に対する心のケアが必要である。
また，保護者との相談が今後も必要であることから，す
べての市立学校へのスクールカウンセラーの配置や派
遣が必要であり，全校配置の継続に向け，配置形態等
も含めて検討していく。

23

子供未来
局供保健
福祉課
（教育局）

◎ 子どもの「心のケア」推進事業

幼児健康診査の機会を活用した問診調査や保健指導
を行うほか，震災の被災者を対象として「子どものここ
ろの相談室」における専門医による個別相談を実施す
るなど，子どもの心のケアの充実を図る。

・問診票による聞き取り：21,460人
・児童精神科医や心理士による専門相談：117名

・問診票による聞き取り：24,250人
・児童精神科医や心理士による専門相談：135名

幼児健康診査という全幼児を対象とした健診の場を活
用することで，来所した親子の不安等の有無を確認す
るとともに，相談に対応することができた。専門相談の
数は前年度と比較して増加しており，必要な人へ相談
の機会を提供することができた。

震災から5年以上経過したが，子供の状態に不安を抱
え専門相談を希望する保護者は多く，相談件数は増加
傾向にある。また，精神的ストレスを抱える保護者もお
り，子供の養育に影響を及ぼす可能性もあることから，
幼児健康診査時に問診票を活用した心身状況の把握
や，身近な場所での専門相談を継続して実施していく。

24

障害者支
援課
（障害者
総合支援
センター）

◎ 難病患者等初期相談支援強化
初期相談支援体制を強化するため，各区障害高齢課
に嘱託保健師等を配置する。

・難病患者に対する訪問件数（5区実施分）263件 ・難病患者に対する訪問件数（5区実施分）180件

平成26年に宮城県が作成した災害時対応ハンドブック
の作成支援を各区において継続して行っている。その
他，必要な対象者に対して訪問にて療養上の相談へ
の対応や，必要なサービスの調整等の支援を行ってい
る。相談件数は減少傾向。

平成27年に難病の患者に対する医療等の法律の施行
され，指定難病に該当する疾病が306疾病に増加。さら
に平成29年4月からは330疾病になることから，相談件
数の増加が見込まれる。しかし，難病について相談で
きる窓口があることや職員が配置されていることの周
知は十分とは言えず，今後もあらゆる機会を利用して，
関係機関に周知を図っていく。

25
障害者総
合支援セ
ンター

難病医療相談会

患者や家族の療養上の不安の解消を図るため，医
師，保健師，看護師，ケースワーカー等が，病気の理
解，不安の解消，療養生活に関する助言，指導等を行
う。

・25回開催
・2,095名参加

・21回開催
・1,549人参加

宮城県患者・家族団体連絡協議会が自らの経験をもと
に療養生活に必要なことについて様々なテーマで企画
し，21回の開催につながった。

対象疾患が多いため，ニーズを把握しながら必要な
テーマを検討するなど，さらなる充実を図る。

震災後の心のケア

震災を契機として，精神的に不安定になった方々への
心のケア，被災者を支援する様々な支援者へのメンタ
ルヘルスのケアを行う。健康問題に限らず，生活全般
への視点をもちながら，予防的なかかわりも行う。ま
た，震災と自殺予防に関した研修などを行う。

【障害者支援課】
○非常勤嘱託職員を各区に配置し，相談支援を実施
　・相談延件数：5,038件
　・訪問相談：1,314件
　・来所相談：598件
　・電話相談：2,447件
　・その他：477件
○支援者の支援力向上を目的とした研修会・検討会の
実施
○普及啓発活動
　・心のケアに関する動画作成，可搬式立て看板の作
成による普及啓発
　・相談窓口等の案内のためのリーフレット配布
○心のケアチーム（はあとぽーと仙台）による支援
　・訪問相談支援数：436件
　・支援者向け技術支援（研修・各区震災レビュー・事
例検討等）：78件
　・地域住民向け普及啓発：0件
　・講演会への講師派遣：2件

【はあとぽーと】
「災害時地域精神保健福祉ガイドライン」を改訂し，市
民向け・内部職員向け・外部職員向けの3部構成とし，
関係者に配布した。各区の被災者支援ＷＧ及び復興
公営住宅ＷＧへの参加，区ケースレビューへの職員派
遣を行った。加えて，復興公営住宅や民賃，一般住宅
への転居者への訪問も実施した。

【障害者支援課】
○非常勤嘱託職員を各区・宮城総合支所・精神保健福
祉総合センターに配置し，相談支援を実施
　・相談延件数：4,199件
　・訪問相談：1,178件
　・来所相談：651件
　・電話相談：1,778件
　・その他：533件
○支援者の支援力向上を目的とした研修会・検討会の
実施
○普及啓発活動
　・心のケアに関する動画作成，可搬式立て看板の作
成による普及啓発
　・相談窓口等の案内のためのリーフレット配布

【はあとぽーと】
　・訪問相談支援数：281件
　・支援者向け技術支援（研修・各区震災レビュー・事
例検討等）：88件
　・地域住民向け普及啓発：2件
　・講演会への講師派遣：2件
「心のケア行動指針」の第Ⅱ期進捗状況を各区・支所
等に照会し報告書にまとめた。

【障害者支援課】
・市内復興公営住宅入居が進んだことに伴い，主にみ
なし仮設住宅入居者には生活環境の変化に伴う心身
の健康状態についての適切な支援を行うとともに，復
興公営住宅入居者に対しては入居直後から定期的に
見守り支援を行ってきた。併せて，精神疾患等の既往
歴がある入居者に対しては，通常の精神保健福祉活
動と協働して支援を実施できた。
・支援者を対象に，アルコール問題に関する検討会や
被災者支援の理念や仕組み等や児童思春期に関連す
る研修会を開催し，より必要とされる支援スキル等の
維持・発展を図るとともに，支援者を支える取組みを継
続して行った。
・心の健康づくりに関しては，引き続き広告媒体を利用
し，普及啓発を行ったことにより，幅広く相談窓口の周
知を行うことができた。

【はあとぽーと】
・訪問相談支援件数は減少傾向にあるが，区が単独で
支援を継続しているケースの増加が理由に挙げられ
る。支援の結果，回復につながり，終結になるケースも
多い。また，複雑困難なケースが支援対象に留まる傾
向があり，支援の高い質が求められる。

【障害者支援課】
・復興公営住宅への入居が完了し，より地域に根差し
た形での生活形態となる。住環境や人間関係の変化
に伴い，心身の問題に加え，騒音問題や近所トラブル
など，生活全体に関わる課題が生じることとなる。ま
た，復興公営住宅の戸数等は各区でばらつきがあり，
市内全域でのバランスのよい支援体制を構成する必
要がある。併せて，これまでの各区・総合支所における
従来の精神保健福祉活動との統合的な支援体制も視
野に入れる必要がある。

【はあとぽーと】
・複雑困難なケースを支援するために，専門的な支援
力のさらなる向上が求められ，支援者向けの研修会を
内容を充実させ，継続して実施する。
・ハイリスク者支援のため，自殺対策事業と連携して，
効果的に普及啓発活動を行う。
・区と協働で訪問相談支援を継続し，被災者の抱える
課題を分析し，心のケア活動の維持と従来の精神保健
福祉活動の統合の在り方も検討する。

21

障害者支
援課・
精神保健
福祉総合
センター

◎
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③ ケアマネジメント推進体制の整備

26
障害者支
援課

障害者自立支援協議会及び地域の
自立支援協議会

相談支援事業の適切な実施を図るため，相談支援事
業の運営評価，事業者等への指導・助言，関係機関に
よるネットワークの構築等を行う。また，社会資源や制
度の有効活用と，区圏域の課題の集約・検討を行う地
域の自立支援協議会を設置する。

○市障害者自立支援協議会
　・本会：2回開催
　・評価研修部会3回開催
　・地域生活支援拠点等検討部会2回開催
　・地域部会2回開催

○区ごとの自立支援協議会
　・全体協議会5回開催
　・実務者ネットワーク会議56回開催
　・障害者相談支援事業所連絡会議59回開催
　・プロジェクトチーム62回開催
　・運営会議63回開催
　・その他（研修会等）8回開催

○市障害者自立支援協議会
　・本会：2回開催
　・評価研修部会2回開催
　・地域生活支援拠点等検討部会8回開催
　・地域部会2回開催

○区ごとの自立支援協議会
　・全体協議会6回開催
　・実務者ネットワーク会議53回開催
　・障害者相談支援事業所連絡会議60回開催
　・プロジェクトチーム86回開催
　・運営会議60回開催
　・その他（研修会等）9回開催

・地域生活支援拠点等検討部会において，障害者の高
齢化，重度化や親亡き後を見据えて，障害者が安心し
て暮らし続けていくための機能を持った拠点等の整備
基本方針を策定した。

・平成29年度より新たに「障害者相談支援体制あり方
検討会」を設置した。本部会では，支援希求が弱く生活
全般に課題のある障害者等に対する「本市における望
ましい障害者相談支援体制」のあり方及び実現に向け
た当面の工程を提示し，仙台市障害者施策推進協議
会に報告することを到達目標とする。

27
障害者総
合支援セ
ンター

ケアマネジメント従事者研修

相談支援従事者を核とし，地域の事業者・支援者を含
むケアマネジメントやチームアプローチの実践を拡大
するため，日頃の実践からの「気づき」とその活用につ
ながる研修を企画し実施する。またＯＪＴや拠点的な
コーディネート機能と併せ，人材育成策の体系化を図
る。

・基礎研修前期：51人参加
・基礎研修後期：43人参加
・実践者研修：23人参加
・リーダー研修前期：27人参加
・リーダー研修後期：21人参加
・フォローアップ研修前期：9人参加
・フォローアップ研修後期：6人参加

・基礎研修前期：32人参加
・基礎研修後期：28人参加
・普及啓発研修：39人参加
・実践者研修前期：11人
・実践者研修後期：13人
・リーダー研修③：12人
・リーダー研修④：10人
・フォローアップ研修前期：2人
・フォローアップ研修後期：2人

基礎研修から実践者研修への連動性を強めるため，
基礎研修で学んだ内容の復習も含めて実践者研修を1
日から1.5日に増やした。
2ヵ年のリーダー研修を実施し，10人の修了者を輩出し
た。今後は各事業所や各区自立支援協議会での人材
育成を担うことが期待できる。

障害者自立支援協議会の評価・研修部会において，以
下の課題が挙げられ，それに対する方向性が検討され
た。
①実践者研修：2週連続の研修を企画したが参加が少
なかった。
→1か月間隔で2回の研修を実施する。複数回の受講
を可能とする。
②普及啓発研修：対象者に管理者を含むと，研修目的
が曖昧になる。
→普及啓発研修とは別に，管理者研修をH29年度に開
催する。
③フォローアップ研修：参加者が少ない。フォロー期間
が定まっていない。
→リーダー研修修了者の意見を元に，グループワーク
を含めた研修体系とする。フォローの期間はリーダー
研修修了後3年間とする。
④リーダー研修：各職場でのスーパービジョン体制が
整っていない事業所も多く，スーパーバイザーの養成
だけでは不十分。
→H29年度新たに開催する管理者研修でスーパービ
ジョン体制について講義を行う。

(2)

① 障害児とその家族への支援

28
子供未来
局子供保
健福祉課

母子保健法に基づく各種健康診査
（再掲：整理番号70～73）

2(4)①参照

29
子供未来
局運営支
援課

☆ 障害児等保育の充実
保育を必要とする，集団保育が可能な障害のある児童
を保育所へ受け入れ，共に育つことを推進する。

・433人を受け入れ，さらに年度途中において64人受け
入れた。

・障害児の内，医療行為の必要な児童の入所は4人で
あった。

・発達相談支援センターとの共催研修を実施
（年4回）。

・保育所（園）の巡回を実施。

・478人を受け入れ，さらに年度途中において52人受け
入れた。

・障害児の内，医療行為の必要な児童の入所は6人で
あった。また，6人のうち１人については，私立保育園１
園において受け入れた。

・発達相談支援センターとの共催研修を実施した。（年
4回）

・保育所等の巡回を実施。

・知的に遅れがなくても，障害児と同等の支援を要する
児童について，他の児童と共に生活することを通して，
健全な発達が図れるようにした。
・年央においても，保護者が障害児等保育を希望した
時には，速やかに移行，入所ができるようにし，共に育
ちあう環境を整えることができた。
・医療的ケアの必要な児童に対する保育の充実のた
め，医療的ケアに対応する看護師雇用の助成金を整
備した。
・発達相談支援センターとの共催研修の充実を図り，
職員の質の向上につなげた。

・保育所等の利用を希望する児童の障害が多様化して
きており，今後重度障害を持つ児童への対応について
検討していく。
・医療的ケアが必要な児童に対する保育の充実のた
め，H28年度実施した私立保育園に対する看護師雇用
助成モデル事業の課題を整理した上で改善を図ってい
く。

30

北部・南
部発達相
談支援セ
ンター
（障害者
支援課）

児童発達支援事業による療育支援
児童発達支援センター及び児童発達支援事業所にお
いて，療育の拡充に向けた取り組みを進める。

児童発達支援センター，児童発達支援事業所にアーチ
ル職員が訪問し，児童の様子や家庭状況について情
報を共有するとともに，療育の内容や保護者支援等に
ついて話し合いを行った。
　・訪問回数　242回

児童発達支援センター，児童発達支援事業所にアーチ
ル職員が訪問し，児童の様子や家庭状況について情
報を共有するとともに，療育の内容や保護者支援等に
ついて話し合いを行った。
　・訪問回数　162回

児童発達支援センター，児童発達支援事業所にアーチ
ル職員が定期的に訪問することで，療育の内容や保護
者支援について話し合うことができ，療育の充実につ
ながった。

アーチル職員の定期的な訪問については今後も続け
つつ，施設職員の人材育成を図る。

31
北部発達
相談支援
センター

聴覚言語療育支援
言語及び聴覚に障害のある就学前の幼児に対し，聴
覚言語療育支援を行い，障害の改善と言語･聴覚機能
の発達を促す。

個別指導やグループ指導，家庭への支援を通して児
童の言語・聴覚機能の健全な発達を促した。
　・通園児童数：53人

障害児通園施設「やまびこホーム」（青葉区支倉町）に
おいて，個別指導やグループ指導，家庭への支援を通
して児童の言語・聴覚機能の健全な発達を促した。
　・通園児童数：60人

前年度よりも通園児童数が増加したが，療育支援自体
は滞りなく実施することができた。また，保護者交流会
や幼稚園・保育所等への施設支援も実施した。なお，
やまびこホームは平成28年度末に南北アーチル乳幼
児支援係への機能移転に伴い廃止した。

平成29年度以降は「やまびこルーム」として南北アーチ
ル乳幼児支援係において継続的に聴覚言語療育支援
にあたるとともに，保護者支援・施設支援の取り組みも
ニーズに応じて積極的に展開する。

障害児に対する支援の充実
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32

子供未来
局運営支
援課
（教育局）

特別（保育）支援コーディネーターの
養成

障害のある子ども等へ配慮した保育やその保護者へ
必要な支援を行うため，保育所内において支援の核と
なる，必要な基礎知識と実践力を身につけた職員を養
成する。

・初級研修受講者：0人
・初級研修受講修了者を対象としたフォローアップ研修
受講者：37人
・チーフコーディネーター研修受講者：43人
・私立保育園（所）・幼保連携型認定こども園
　初級研修受講者：63人

【公立保育所】
・チーフコーディネーター研修受講者：41人

【私立保育園(所)・幼保連携型認定こども園】
・初級研修受講者：68人
・初級研修受講修了者を対象としたフォローアップ研修
受講者：53人

・公立保育所においては，初級研修受講者は充足して
いることから，チーフコーディネーター研修を継続実施
し，所内や関係機関との連絡調整についてキーパーソ
ンとしての役割を担う人材の養成を行うことができた。
・私立保育園(所)・幼保連携型認定こども園においては
初級研修を継続して実施したことでコーディネーター数
が増加した。さらに初級研修受講修了者を対象に，
フォローアップ研修を再開したことでコーディネーターと
してのスキルアップが図れた。

・公立保育所における現在のコーディネーター数を把
握し，次世代のコーディネーターを養成するための初
級研修再開の時期や方法について検討していく。
・私立保育園におけるコーディネーターの実情を把握し
ながら私立保育園(所)等のコーディネーター研修を継
続していく。

33
教育局特
別支援教
育課

特別支援教育コーディネーターの養
成・研修

発達障害等配慮を要する幼児児童生徒への支援につ
いて，学校毎に指名され，中心的な役割を担う特別支
援教育コーディネーターを対象とした養成，研修の充
実を図る。

・特別支援教育コーディネーター養成研修修了者113
名

・特別支援教育コーディネーター連絡協議会を2回実施

・平成28年度特別支援教育コーディネーター養成研修
修了者99名。これまでの養成研修既受講教員数は累
計1,675名。

・特別支援教育コーディネーター連絡協議会を2回実施

・特別支援教育コーディネーターを計画的に要請してき
たことにより，各学校で複数のコーディネーターを指名
することができるようになっている。

・連絡協議会を実施したことにより，中学校区単位で複
数の学校が連携し，地域ごとに特別支援教育を充実さ
せる体制が整ってきている。

・特別支援教育コーディネーターの養成を計画的に行
うとともに，各学校や地域での特別支援教育を充実さ
せる必要があることから，今後も引き続き事業を継続し
ていく。

34

北部・南
部発達相
談支援セ
ンター

幼稚園や保育所への専門的バック
アップ

幼稚園や保育所（保育園）の支援機能向上を図るため
に，アーチルの専門職員が幼稚園や保育所を訪問して
の相談及び施設支援を行う。
・研修会の実施
・研修会への講師派遣

・個別のケースを通して保育所や幼稚園を訪問し，対
応等について話し合いを行った。

・保育所職員を対象とした研修会を運営支援課と協働
で実施した。

・区ごとの幼稚園連合会及び個別の幼稚園で企画され
た研修会へ講師を派遣した。
　訪問回数：87回
　保育所研修会の実施：4回
　幼稚園研修会（実施・講師派遣）：6回

・個別のケースを通して保育所や幼稚園を訪問し，対
応等について話し合いを行った。

・保育所職員を対象とした研修会を運営支援課と協働
で実施した。

・幼稚園を対象とした研修会の実施や区幼稚園連合会
の研修会へ講師を派遣した。

　訪問回数：72回
　保育所研修会(実施・講師派遣）：10回
　幼稚園研修会（実施・講師派遣）：4回

・訪問等で，個々のケースについて，児に合わせた対
応や保護者への支援について話し合うことで支援の向
上につながった。

・研修会を通じて発達障害についてや障害児の保育に
ついての知識の普及を図ると共に，お互いの業務等を
知ることで，その後の連携に生かすことが出来た。

・子ども未来局運営支援課，幼稚園担当課，仙台市幼
稚園連合会，区幼稚園連合会，児童発達支援センター
等との連携のもと，研修会や訪問等でバックアップを行
う。

35
障害者支
援課

障害のある方の家族支援等の推進

障害児（者）と家族が住み慣れた地域で安心して暮らし
続けることができるよう，障害児（者）等の家族に代わり
一時的な介護サービスを提供する。また， 保護者によ
る自主的な活動の支援を行う。

拠点施設8ヶ所，実施施設4ヶ所，その他1ヶ所で実施。

・日中介護：45,059時間
・宿泊介護：2,529泊
・外出介護，自宅での介護：113時間

拠点施設8ヶ所，実施施設4ヶ所，その他1ヶ所で実施。

・日中介護：44,536時間
・宿泊介護：2,544泊
・外出介護，自宅での介護：242時間

職員の不足等により，施設の受け入れ可能枠に限界
があることから，一部の施設で利用者に対して他の
サービスの活用を勧め，サービス間での負担の集中を
緩和させるなどの対応が見られたことから，27年度の
実績に比べ，微減となった。

【事業所数の減少】
平成28年度末をもって，拠点施設が1箇所，実施施設
が3箇所廃止。特に宿泊を行う，拠点施設へのニーズ
が大きいこと，廃止した拠点施設の利用者の引き継ぎ
が順調にいっていないことを踏まえ，遅くても平成29年
10月までに新規拠点施設を1箇所開設させる。
【制度の見直し】
実態として，多くの施設において，新規登録者の受け
入れ停止がされており，多数の待機者が発生。この現
状を踏まえ，平成28年度にレスパイト連絡協議会より
制度改正の提案がされており，今後の改善策の検討を
行う必要がある。

36

子供未来
局課子供
保健福祉
課

☆
小児慢性特定疾病に関わる通院介
護料

小児慢性特定疾病の認定を受けている在宅で，介護
を受けて通院している児童に年2回に分けて介護料を
交付するもの。通院１日につき1500円，月額6,000円ま
で年2回(前期：4月分から9月分，後期：10月分から翌
年の3月分)に分けて支給する。

対象児童に対して通院介護料の支給を行った。

　・青葉区：2,174回
　・宮城野区：1,669回
　・若林区：956回
　・太白区：1,901回
　・泉区：1,998回
　合計：8,698回

対象児童に対して通院介護料の支給を行った。

　・青葉区：2,094回
　・宮城野区：1,822回
　・若林区：974回
　・太白区：2,102回
　・泉区：2,001回
　合計：8,993回

・昨年度比で回数は増加。

・小児慢性特定疾病の認定者の約70％が本制度を利
用しており，在宅で介護が必要な対象者に適切に介護
料を交付することができた。

今後も，制度の周知・利用促進を促し適切に事業を実
施していく。

37
子供未来
局子供保
健福祉課

小児慢性特定疾患児と家族への相
談支援事業

療育相談会，疾患や福祉サービス等の周知を図るガイ
ドブック等の作成，関係職員に対する研修を実施。
小児慢性特定疾病自立支援員を配置し，自立支援，
療育相談支援を実施。

・医療相談会：3回開催，延べ133人参加
・自立支援員の配置（2名）
・自立支援員相談件数：172件

（大学病院に委託して実施）
・医療相談会・研修会：4回開催　延べ105人参加
・自立支援員の配置（2名）
・自立支援員の相談件数：163件

・医療相談会について，支援者向け・家族向けそれぞ
れを対象にしたものを実施することができた。
・対象疾患を絞って実施することで，参加者同士の情
報交換や交流を深めることができた。

・長期療養児を抱える家庭は，育児不安・育児ストレス
等が高くなることが予想されるため，養育支援として①
医療講演会・相談会の実施，②育児ヘルプ訪問事業を
活用した訪問支援，③関係職員の研修による相談支
援技術の研鑚を継続する。

38
北部発達
相談支援
センター

発達障害児緊急対応事業

発達障害によるパニックや行動障害等による問題行動
により，緊急的に家庭から本人を保護する必要のある
場合，児童相談所の一時保護所の利用も困難な事案
に対し，年間を通じて委託一時保護先のベッドを確保
する。

・受入態勢確保日数（4～12月）
　244日
・一時保護実施状況（4～12月）
　一時保護人数　11人
　延べ一時保護受入日数　478日
・予算執行状況
　1.825千円（≦7,500円×244日）

・委託一時保護先のベッドを確保していたことで，緊急
一時保護委託をスムーズに実施することが出来た。

・平成28年度から3年間のモデル事業として実施してお
り，平成29年度も，引き続き事業効果の検証を行う。
・児童相談所とも協議の上，緊急一時保護のあり方に
ついて検討していく。
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② 放課後の居場所づくり

39
障害者支
援課

◎ 放課後等デイサービスによる支援

障害のある児童・生徒に，放課後や夏休み等長期休暇
中の活動の場を提供するとともに,ボランティアや仲間
との交流，遊びや生活経験を通し，自立に向けた支援
を行う。

1年を通して事業所数が19箇所増加し，年度末には，
83箇所になった。
　・利用量/月：13,769人
　・実人数/月：1,260人

１年を通して事業所数が14箇所増加し，年度末には95
箇所になった。
・利用量/月：16,396人
・実人数/月：1,401人

・利用量については，事業所の増加により，見込みを
約5,000人上回ることができた。
・実人数については，事業所増加に伴う受け入れ枠の
拡大により，おおよそ見込みを達成することができた。

・事業所増加の傾向を受け，事業者に研修等を実施
し，療育の質の更なる向上に取り組んでいく。
・事業所数は増加傾向にありながらも，利用量及び実
人数についても増加傾向にあり，受け入れ枠が十分で
はないといえるため，新規に参入する法人の事業所の
立ち上げを支援することで，事業所の増設を目指す。

40

子供未来
局児童ク
ラブ事業
推進室

児童館等における要支援児の受入
れ

障害児等個別支援が必要な児童の児童クラブへの登
録が多い場合に，職員体制づくりに要する費用を加算
するとともに，専門家による巡回指導等を行うことによ
り，児童への支援・配慮の充実を図る。

・要支援児を一定数以上受け入れている児童館等22
館（25加配）に対し，必要な経費の加算を行った。

・要支援児を受け入れている児童館等37館を対象に，
延べ38回の巡回指導を行った。

・要支援児を一定数以上受け入れている児童館等57
館（76加配）に対し，必要な経費の加算を行った。

・要支援児を受け入れている児童館等34館を対象に，
延べ35回の巡回指導を行った。

要支援児の受入れ体制の充実や職員のスキルアップ
により，要支援児の支援の充実が図られた。

要支援児の増加に対して，受入れ体制の更なる充実
について検討する。

③ 教育環境の充実

41

教育局教
育相談
課・
特別支援
教育課

発達障害児等の教育推進
発達障害及びその可能性のある児童生徒への指導内
容･方法等について,専門家チームや巡回相談員を各
校に派遣し，指導･助言を行う。

・専門家チーム：7校で検討会を実施

・巡回相談員：181件を対象に実施

・専門家チーム：8校で検討会を実施

・巡回相談員：136件を対象に実施

各学校において，積極的に専門家チームや巡回相談
委員が活用され，専門家からの助言を踏まえた児童生
徒の実態把握やそれに基づく適切な支援・配慮が行わ
れており，学校支援体制の充実につながっている。

引き続き，各学校からの要請に基づき，適切な助言を
行うことにより，学校支援体制の充実化を図っていく。

42
教育局特
別支援教
育課

肢体不自由のある幼児･児童生徒に
対する支援及び自立活動指導支援

市立幼稚園，小学校，中学校，高等学校，中等教育学
校，特別支援学校に在籍する肢体不自由のある幼児･
児童生徒に対する教育の充実を図るため，鶴谷特別
支援学校にOT（作業療法士）及びPT（理学療法士）を
配置し，併せて各学校･園に派遣し，肢体不自由のある
幼児･児童生徒への担任等の取組に対して指導･助言
する。

本市立小・中学校の特別支援学級(難聴を除く)及び特
別支援学校の「自立活動の時間」の指導の充実を図る
ため，鶴谷特別支援学校にST(言語聴覚士）を配置し，
併せて小・中学校に派遣し，その「自立活動の時間（コ
ミュニケーション区分）」における痰イン等の指導に対し
て指導助言する。

・OT派遣件数13件
・PT派遣件数20件
・ST派遣件数21件

・OT派遣件数12件
・PT派遣件数15件
・ST派遣件数21件

要望があった学校に対してはすべてOT・PT・STを派遣
することができ，障害のある児童生徒の指導に関して，
学級担任等に適切な支援をすることができた。

OT・PT・STの派遣については，申請手続きの見直しな
どの工夫をすることにより，事業のさらなる活用の拡大
を図る。

45
教育局特
別支援教
育課

学校における医療的ケアの推進

市就学支援委員会の判断結果に沿って市立小･中･特
別支援学校に在籍する児童生徒のうち，医療的ケアが
必要な児童生徒の学校生活や学習を支援するため，
看護師を配置する。

・看護師配置校数：17校
・対象児童生徒数：29人
・看護師数：25人

・看護師配置校数：17校
・対象児童生徒数：29人
・看護師数：25人

看護師の配置により，医療的ケアの必要な児童生徒
の学校生活や学習を支援することができた。巡回指導
医による訪問指導により，学校での医療的ケアの理解
が深まり，指導に生かすことができた。

ニーズが多様化していることや障害の重い児童生徒が
増加していることなどから，さらに適切な対応を進める
ための組織の在り方等について検討を行う。

44
教育局特
別支援教
育課

通常の学級への指導補助員の配置
通常の学級に在籍する発達障害のある児童生徒の学
習や学校生活を補助する指導補助員の配置を行う。

・補助員配置校数：102校
・対象児童生徒数：235人
・補助員数：157人

・補助員配置校数：106校
・対象児童生徒数：275人
・補助員数：162人

通常の学級に在籍する発達障害等の児童生徒に対し
て補助員を配置し，学級担任の指導を支援したことに
よって，配置対象の児童生徒のみならず，配置対象学
級の指導を充実させることができた。

・補助員の人員が慢性的に不足していることから，ハ
ローワーク等を活用することにより人材確保に努める。

・今後も継続して事業を行い，各校での取り組みを支
援し，発達障害などがあり特別な配慮を要する児童生
徒に対する教育を充実させる。

45
教育局特
別支援教
育課

特別支援学級への指導支援員の配
置

特別支援学級に担任の指示を受け，在籍児童生徒の
学習や学校生活を補助する指導支援員の配置を行う。

・支援員配置校数：62校
・対象学級数：62学級
・支援員数：59人

・支援員配置校数：64校
・対象学級数：73学級
・支援員数：73人

在籍人数が多く，指導が困難になっている特別支援学
級に対して支援員を配置し，学級担任を支援したことに
より，児童生徒一人一人の障害の状態や特性等に応
じたきめ細かい指導につなげることができた。

・支援員の人員が慢性的に不足していることから，ハ
ローワーク等を活用することにより人材確保に努める。

・今後も継続して事業を行い，特別支援学級における
教育の充実を図る。

46
教育局特
別支援教
育課

通常の学級への介助員の配置
通常の学級に在籍する肢体不自由のある児童生徒の
学習や学校生活を補助する介助員の配置を行う。

・介助員配置校数：2校
・対象児童生徒数：3人
・補助員数：3人

通常の学級に在籍する肢体不自由のある児童生徒に
対して介助員を配置し，学級担任の指導を支援したこ
とによって，介助をすることによる学級担任の負担を軽
減させ，配置対象の児童生徒のみならず，配置対象学
級の指導を充実させることができた。

・介助員配置申請手続きの見直し等の工夫を行うとと
もに，今後も継続して事業を行い，特別支援学級にお
ける教育の充実を図る。
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④ 地域における療育の支援

47

北部・南
部発達相
談支援セ
ンター
（障害者
支援課）

児童発達支援センターによる支援

既存の資源を活用しながら，地域支援の提供を行う中
核的な機能を持つ児童発達支援センターによる保育所
等への訪問支援など，サービス提供体制の具体的な
検討を進める。

今後のセンター化の役割について，現状把握およびセ
ンター化に向けてのイメージづくりを各事業所と実施。
また南北乳幼児支援係員間でワーキングを開催し話し
合い，市連協の場で意見の聴取を行った。

・平成29年度に児童発達支援センターに移行する児童
発達支援事業所について，各法人と具体的な役割等
について整理を行った。

・平成29年度配置される地域支援相談員対象者に対
し，H29年1月から3月の3か月間，研修を行った。

・話し合いを重ねることで，地域支援の必要性が共有
でき，将来のあるべき姿やセンターの役割について整
理を進めることができた。

・地域支援相談員研修において，センターで具体的に
取り組む事業や，自分たちが果たす役割を明確化する
ことができた。

○現地域支援相談員のスキルアップのため，月1回の
連絡会を実施する。

○平成30年度からセンターに移行する6施設の地域支
援相談員予定者に対して，養成研修を実施する。

(3)

① 障害特性等に対応した特別な支援

48
障害者支
援課

◎
医療的ケアを必要とする障害のある
方等への支援

痰の吸引や経管栄養，導尿等の医療的ケアが必要な
障害のある方などが，サービスを円滑に利用しながら
地域で安心した生活を送れるよう支援を行う。

要医療的ケア障害児者等短期入所事業障害者総合支
援法の短期入所事業者へ看護師配置のための補助金
を交付。
　 ・利用延日数：230日
 　・実利用人数：7人

要医療的ケア障害児者等短期入所事業障害者総合支
援法の短期入所事業者へ看護師配置のための補助金
を交付。
　 ・利用延日数：227日
 　・実利用人数：6人

要医療的ケア障害児者等短期入所事業について，利
用者が固定化しており実利用人数が増加しない状況
がある。

要医療的ケア障害児者等短期入所事業については，
利用ニーズが高いものの，利用実人数が増えない状
況があることから，対応ベット数の増床を引き続き働き
かけていく。

49
障害者支
援課

◎ 医療型短期入所推進
医療的ケアが必要な障害者が安心して利用できる短
期入所事業のあり方を検討するため，有識者懇談会等
を実施する。

・医療的ケアを要する重症心身障害児者等の短期入
所事業に係る検討会：2回
・重症心身障害児者および生活介護事業利用者916
名，福祉型短期入所事業所26ヶ所に対してアンケート
調査実施。

医療的ケアを必要とする方が利用できるよう医療型短
期入所事業所を1か所新規指定。既存の医療型短期
入所事業所に利用者が集中している現状を解消する
ため，特に医療依存度の高い方の受け入れを担うため
新規事業所は医療機関とした。また緊急時に利用でき
るよう，病床を常時1床確保する事業を平成28年11月
から同時に開始した。
○実施機関：光ヶ丘スペルマン病院
　・利用延日数：8日
　・実利用人数：4名

事業周知が十分ではないことから，稼働が低い状況が
ある。また，実施機関の職員によっては，重症心身障
害児者等の地域生活の理解が十分ではなく，日常生
活のケアに不安を持っている状況がある。

・重症心身障害児者等の地域生活に理解を深め，ケア
に活かすため実施医療機関の看護師を対象に研修を
企画・実施する。
・事業周知の拡大を図り，利用者の増加につなげる。

50
障害者支
援課

☆ 在宅酸素濃縮器利用者への支援

在宅酸素療法を実施しているか，常時人工呼吸器を必
要とする身体障害のある方等に対し，酸素濃縮器また
は人工呼吸器の使用にかかる電気料金の一部を助成
する。

酸素濃縮器や人工呼吸器の電気料金の一部（月額
3,000円）を助成した。
・利用者数：545人

・電話相談：288件
・面接相談：98件
・訪問：10件
・同行支援等：17件

平成28年4月「難病の方へのサービスガイド」を作成し
各区での医療費助成の更新時や医療相談会等の機会
に配布した。また様々な機会を利用してセンターの周
知を図ったことで，相談は増加傾向にある。特にハロー
ワーク等の関係機関と連携した就労支援の機会が多
い。

就労に関する相談が多い傾向があり，平成29年度は
センターにおいてハローワークの出張相談を行う予
定。各機関と連携し患者の状態やニーズに沿った相談
をきめ細やかに実施していく。また引き続き様々な機会
を利用してセンターの周知を図っていく。

51

北部・南
部発達相
談支援セ
ンター

発達障害のある方の自立に向けた
支援

現行の障害福祉サービス等では対応が難しい発達障
害児者や家族に対し，行動障害の軽減及び二次障害
の予防を目的とした支援を行う。

行動障害や二次障害の深刻化を予防し，学齢期等の
早い段階から特性に合わせた支援を行うため，宿泊に
よるアセスメントを含む自立支援プログラムを実施し
た。
　・利用者数:11名　利用日数：276日

行動障害や二次障害の深刻化を予防し，学齢期等の
早い段階から特性に合わせた支援を行うため，宿泊に
よるアセスメントを含む自立支援プログラムを実施し
た。
　・利用者数：10名　利用日数：219日

地域生活が特に困難である自閉症児者について，自
閉症児者相談センター（なないろ）と連携を行い，宿泊
によるアセスメントを実施することができた。

・事業利用者が継続ケースに限定されている。
・アーチルの相談から，行動障害や二次障害の深刻化
が予想されるケースの利用について予防の視点から
事業対象のニーズがある者を把握していく。

52
障害者支
援課

☆
全身性障害者等指名制介護への助
成

重度の脳性麻痺等により全身に障害があり，家族に適
当な介護者がいない障害のある方を対象に，障害のあ
る方本人に介護人を選任してもらい，その介護を受け
た場合にかかる費用の一部を助成する。

・利用登録者数：46人
・ヘルパー登録者数：170人
・介護延時間数：22,388時間

・利用登録者数：43人
・ヘルパー登録者数：138人
・介護延時間数：20,019時間

家族が日中不在であるなど，適切な介護者がいない全
身性障害者の地域での生活を支える一助となることが
できた。

コミュニケーション支援等の理由により，慣れた介護人
でなければ対応ができないケースもあるため，継続し
て実施する。

53
障害者支
援課

◎ 難病サポートセンター
電話，来所，訪問による個別相談支援及び，支援患者
会・家族会の立ち上げ支援を実施する。

・電話相談：188件
・面接相談：113件
・訪問：5件
・同行支援等：16件

・電話相談：288件
・面接相談：98件
・訪問：10件
・同行支援等：17件

平成28年4月「難病の方へのサービスガイド」を作成し
各区での医療費助成の更新時や医療相談会等の機会
に配布した。また様々な機会を利用してセンターの周
知を図ったことで，相談は増加傾向にある。特にハロー
ワーク等の関係機関と連携した就労支援の機会が多
い。

就労に関する相談が多い傾向があり，平成29年度は
センターにおいてハローワークの出張相談を行う予
定。各機関と連携し患者の状態やニーズに沿った相談
をきめ細やかに実施していく。また引き続き様々な機会
を利用してセンターの周知を図っていく。

54
障害者支
援課

◎
在宅障害者訪問入浴サービス（障害
者居宅介護）

在宅の重度障害者が利用できる訪問入浴サービスを
提供する。

・実利用者数：107人
・利用回数：5,270回

・実利用者数：111人
・利用回数：5,648回

利用実績はほぼ横ばいで推移しているが，障害者の
生活の質の向上に資することができた。

訪問入浴を必要としている方にご利用いただけるよう，
今後も制度の周知に努める。

障害特性等に対応した支援の充実
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② 心身の状態に応じた適切な支援

55

障害企画
課，
障害者支
援課，
（障害者
総合支援
センター）

☆ 難病患者への支援
難病特別対策推進事業，遷延性意識障害のある方の
治療研究等の事業を推進し，日常生活を支援する。

・訪問指導事業
　延べ307人

・難病医療相談会
　30回実施，参加者数：延べ2,267人

・難病患者等ホームヘルパー養成研修事業
　受講者数：49人

・難病患者等ボランティア養成講座
　受講者数：78人

・難病サポートセンター
　相談件数：延べ342件

・遷延性意識障害者治療研究事業
　支給実人員：18人

・訪問指導事業
　延べ285人

・難病医療相談会
　30回実施，参加者数：延べ1,692人

・難病患者等ホームヘルパー養成研修事業
　受講者数：35人

・難病患者等ボランティア養成講座
　受講者数：68人

・難病サポートセンター
　相談件数：延べ444件

・遷延性意識障害者治療研究事業
　支給実人員：14人

・難病医療相談会は，様々なテーマにより実施し病気
の理解や患者・家族，また支援者の不安の解消に寄与
することができた。

・ホームヘルパー養成研修，ボランティア養成講座によ
り難病の知識をもった支援者の育成を行った。

・遷延性意識障害者治療研究事業では，医療機関に
対して介護料と褥瘡予防費を支給することにより，適切
な支援の実施に寄与した。

・難病があっても，地域で生活できるよう心身の状態に
応じた支援の充実を進める。

・訪問指導事業では，関係機関と連絡を取り合いなが
らニーズに応じた支援を行っていく。

・難病の患者に対する医療等に関する法律の施行によ
り，相談の増加が見込まれるため，相談窓口の周知を
図るとともに適切に相談に応じる。

・県事業として実施されている指定難病医療費助成
は，現在，経由事務として各区障害高齢課で申請受
付・進達を行なっているが，平成30年度からは大都市
特例により権限移譲を受け，市が事業主体となり事務
を実施することとなるため，必要な体制の整備等を行
なう。

56
障害者総
合支援セ
ンター

包括的呼吸リハビリテーション

呼吸器疾患特有の生活障害の実態を明らかにすると
ともに，在宅の同疾患の患者が健康維持や生活障害
軽減のため早期にリハビリテーションに取り組めるよ
う，環境整備や仕組みづくりを進める。

○呼吸健康教室：169名（延べ人数）
　 ・春教室：96名（延べ人数）
 　・秋教室：73名（延べ人数）

○呼吸リハビリテーション支援者研修会：55名
○呼吸健康教室参加者アンケート調査

○呼吸健康教室：117人（延べ人数）
　・春教室：55人（延べ人数）
　・秋教室：62人（延べ人数）

○呼吸リハビリテーション支援者研修会
　　47人参加

アンケート結果を踏まえ，呼吸健康教室の栄養講話を
一部変更した。参加者の食事について，添削方法に切
り替えた結果，当事者や家族から食事づくりにとても参
考になったとの声が多く寄せられ，食生活改善に効果
が見られた。

身体障害者手帳を取得していない呼吸器疾患のある
方との早期出会いに課題がある。早期出会いにつなが
るよう，禁煙週間の取り組みに参加し，呼吸器疾患と
当所での取り組みについて啓発を行う。また，関係機
関が実施するたばこに関する研修会や関係学会等に
おいて，呼吸健康教室について啓発を行う。

57
障害者総
合支援セ
ンター

重度障害のある方のコミュニケー
ション支援

筋萎縮性側索硬化症（ALS）等の意思伝達が困難な重
度障害のある方に対して，生活の質（QOL）向上と尊厳
確保のため，意思伝達装置等を活用したコミュニケー
ションの確立を支援する。

○重度障害者コミュニケーション支援センター
　 運営
　・支援実人数：126名（内新規18名）
　・支援延回数：1,584件
　　　（内訪問879件，電話・メール343件）

○スキルアップ研修会
　・36名参加

○重度障害者コミュニケーション支援センター
　 委託
　・支援実人数：81名（内新規22名）
　・支援延回数：1,783件
　　　（内訪問1,106件，電話・メール341件）

○スキルアップ研修会
　・47名参加

・医療機関との情報交換後，新規の相談が増えた。ま
た，療養生活を送る上で出てくる様々なニーズ，重度
化するケースへの対応も増えてきていることから，訪問
件数は増加した。
・相談支援従事者等を対象に，コミュニケーション支援
の重要性や意思伝達装置を用いないコミュニケーショ
ン方法を学ぶための研修会を開催した。アンケートの
結果より「満足」「理解が深まった」と9割以上の参加者
が回答しており，研修会の開催目的を概ね達成するこ
とがきた。

早期介入を促進するため，テクノエイド推進事業（住環
境相談，難病レンタル）も活用しながら支援を展開して
いく。また，重度障害者とその家族が生き生きと地域で
生活できるよう，関係機関と協働しながら支援を進めて
行く。

58
障害者総
合支援セ
ンター

テクノエイド事業の推進
障害のある方の生活状況に合わせた適切な福祉用
具，住宅改修等の評価・選定やモニタリングができるよ
うシステムを構築し，物理的バリアの軽減を図る。

・福祉用具専門研修会
　3回実施，参加者93人

・福祉用具住宅改修専門相談
　対応件数：124件

・福祉用具の普及啓発（他機関への講師
    協力）　 2回実施　参加者　100人

・福祉用具専門研修会
3回実施，参加者79名

・福祉用具住宅改修専門相談
対応件数：141件

・福祉用具の普及啓発（他機関への講師協力）8回実
施，参加者305人

・車椅子適合支援ハンドブックVOL.1の作成（web掲載）

福祉用具専門研修会を体系化し，介護支援専門員お
よび福祉用具専門相談員を対象とした車椅子適合支
援研修会を継続実施と位置づけた。併せて，今までの
研修会の成果を車椅子適合支援ハンドブックとしてまと
めWEB上に掲載した。このことにより広く車椅子適合支
援の普及啓発を行うことができた。福祉用具に関する
相談や他機関への講師協力いずれも件数が増加して
おり，福祉用具に対する関心が高まっている。

体系化した研修会を開催や相談事業を継続する他，福
祉用具を切り口とした障害者施設の重度化高齢化対
策，義足支援のネットワークづくりについて調査を重ね
研修会を実施する。

59
精神保健
福祉総合
センター

精神障害のある方のデイケア事業
の支援

生活指導，作業指導などのデイケアを実施し，回復途
上にある精神障害のある方の社会参加・社会復帰を促
進する。

○年間の通所者延数：計3,619人
・就労支援・社会参加コース：3,229人
・リワーク準備コース：320人
・平均在籍者数：47人
　(定員60人に対する充足率は78.3％）
　
○「就労支援・社会参加コース」
・通所者：5１人（内，終了者は14人）
・平均在籍期間：2年9ヶ月
　（終了時転機は50％が就労系施設への
　移行や復学など社会復帰に至っている）

○「リワーク準備コース」
・通所者：15人（内，終了者は12人）
・年度末の状況：終了者の66.6％が復職やならし勤務
等の復職行動開始に至っている。

○年間の通所者延数：計3,051人
・就労支援・社会参加コース：2,486人
・リワーク準備コース：565人
・平均在籍者数：48人
　(定員60人に対する充足率は80.0％）
　
○「就労支援・社会参加コース」
・通所者：46人（内，終了者は5人）
・平均在籍期間：2年9ヶ月
　（終了時転機は40％が就労移行施設へつながってい
る）

○「リワーク準備コース」
・通所者：24人（内，終了者は17人）
・終了後3か月以内には，94.1％の方が復職に至ってい
る。

・「就労支援・社会参加コース」については，長期通所
者等に対し個々の目標を明確にし，個別支援も丁寧に
実施したことにより，障害福祉サービス事業所等次の
ステップに向けて行動することができた者が多かった。
・「リワーク準備コース」については，年間を通して通所
者を一定数確保することができ，通所者同士の交流が
プログラム効果を高めることにつながり，ほとんどの者
が職場復帰につながった。

・「就労支援・社会参加コース」については，新規通所
者が少ないため，地域に出向いた広報活動を行うと共
に需要の把握を行っていく。また，個々の通所者の疾
病特性や生活状況に配慮したきめ細やかな個別支援
を行い，通所者の定着を図っていく。
・「リワーク準備コース」については，申込者数が年に
よって変動があり，極端に少ないと集団効果が薄れて
しまうため，医療機関等への積極的な広報を行ってい
く。
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60
障害者総
合支援セ
ンター

☆ 高次脳機能障害のある方への支援

高次脳機能障害のある方が地域で自立した生活を送
ることができるように，総合相談による支援を実施する
とともに，関係機関等が互いに連携し，一体となって支
援するネットワークの構築を図る。

○総合相談の延べ件数：230件(実人数70人）

○研修：4回
・高次脳機能障害支援者ベーシック研修
　　34人参加
・高次脳機能障害支援者スキルアップ研修
　　51人参加
・高次脳機能障害者支援のための医療－福祉連携研
修
　　48人参加
・地域リハビリテーション従事者養成研修（高次脳機能
障害）
　　20名（3日間延べ52人）参加

○総合相談の延べ件数：259件(実人数58人）
○研修：4回
・高次脳機能障害支援者ベーシック研修
　　41人参加
・高次脳機能障害支援者スキルアップ研修
　　27人参加
・高次脳機能障害者支援のための医療－福祉連携研
修
　　35人参加
・地域リハビリテーション従事者養成研修（高次脳機能
障害）
　　11名参加

○地域リハビリテーション事例検討会
    2回開催：延べ32人参加
○医療機関との勉強会
　　3機関（12人）参加

計画通り，年間4回の研修を実施し，地域リハビリテー
ション従事者養成研修の修了者を全ての障害者福祉
センターから輩出することが出来た。
また，H29年度から開催する予定だった地域リハビリ
テーション事例検討会を市立病院と協働で実施するこ
とが出来た。

①地域リハビリテーション事例検討会の定着を図るた
め，定期的に年間4回開催する。
②個別支援を通じて，医療と福祉の連携はもちろん，
障害福祉と高齢福祉の連携が必要であることが明らか
になった。個別支援に加え，医療‐福祉連携研修や，事
例検討会を通して協働支援のモデルケースを示してい
く。
③家族への支援も重要であることから，H29年度に家
族支援事業を開始する。

61
障害者総
合支援セ
ンター

☆ 中途視覚障害のある方への支援

中途視覚障害のある方が地域で自立した生活を送るこ
とができるように，委託により総合的な相談支援・交流
会等の生活支援事業及び白杖歩行・パソコン等の生活
訓練事業を実施する。

○生活支援事業（整理番号20の再掲）
・実利用者数：248人
・延支援回数：2,318回
　（内訳：電話1,407回，来所216回，訪問
　396回，メール等255回，ケア会議44回）

○生活訓練事業
・利用延人員：27人
・訓練回数：326回
　（内訳：パソコン訓練66回，白杖訓練
　219回，身辺動作・家事動作訓練7回，
リハビリ講習会16回，その他18回）

○生活支援事業（整理番号20の再掲）
・実利用者数：264人　延支援回数：2,582回　（内訳：電
話1,654回，来所250回，訪問405回，文書237回，ケア
会議36回）

○生活訓練事業
・利用実人数：50人
・訓練回数：413回（内訳：パソコン訓練107回，白状訓
練190回，身辺動作・家事動作訓練12回，その他(ロー
ビジョン訓練等）104回）
・リハビリテーション講習会　5回開催

・対象の障害状況に合わせた支援（相談，白状訓練，
日常生活訓練，家事訓練，パソコン訓練，ロービジョン
訓練などの生活支援・訓練）を訪問や通所等により実
施することができた。
・参加しやすい仕組みに利用方法，内容を変更したこと
により，利用者が増加し，また，障害が重度化する前
段階の方にロービジョン訓練を実施することができた。

・地域の支援機関は，視覚障害者への支援実績が少
ないため，中途視覚障害者センター等と連携した支援
を行い，身近な地域で支援を行えるようにする。

62
健康安全
課

後天性免疫不全症候群（エイズ）患
者への支援

患者が必要な福祉サービスを受けられるよう支援の
ネットワークを整備する。また，患者が学校・職場・地域
において円滑な日常生活が送れるよう，関係機関の綿
密な連携と相談支援体制の構築を図る。

エイズ・性感染症対策推進協議会において，意見交
換・対策の検討（年2回実施）

エイズ・性感染症対策推進協議会において，意見交
換・対策の検討（年2回実施）

エイズ・性感染症対策推進協議会において，現状を共
有し，意見交換・対策の検討を行うことができた。（年2
回実施）

患者・感染者のニーズに応じた支援が行われるよう，
今後も関係機関との連携をはかる。

63
障害企画
課

☆ 聴覚言語障害のある方の支援

聴覚障害のある方の福祉増進を図るため，各区に聴
覚障害者福祉相談員の配置及び地域世話人に対する
聴覚障害者用ファクシミリ電話料金の一部助成を実施
する。

○自らが聴覚障害を持つ相談員を各福祉
    事務所管轄地域内に1人ずつ（計5人）配
    置した。
　 ・相談件数：821件

○市聴覚障害者協会から推薦された地域
   世話人に専用ファクシミリを設置する場合
   の電話料助成を行った。
　 ・対象者：14人

○自らが聴覚障害を持つ相談員を各福祉
    事務所管轄地域内に1人ずつ（計5人）配
    置した。
　 ・相談件数：386件

○市聴覚障害者協会から推薦された地域
   世話人に専用ファクシミリを設置する場合
   の電話料助成を行った。
　 ・対象者：14人

○相談件数が，平成27年度から大幅に減少した。これ
は，福祉相談員についての話し合いを開催し，相談項
目や相談内容を確認したことにより，件数よりも内容重
視に転換し，福祉相談員としての意識が高まった成果
と言える。手話で心おきなく話せる場が限られている現
状の中で，ろう者の愚痴を聞いたり，高齢ろう者の話し
相手を担い，孤立ろう者を作らぬよう寄り添う支援を
行った。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○ＩＴ機器の発
達で，ＦＡＸでのやり取りが縮小している。

○聴覚障害者の高齢化が加速している現状に伴い，
福祉相談員の役割はさらに重要となり，パイプ役として
各区設置手話通訳者との連携が求められる。　また，
仙台市登録手話通訳者を派遣活動に促す取り組みに
も積極的な協力が求められる。
○ＦＡＸ助成の必要性について再考する時期である。

64
障害企画
課

☆ 補助犬の普及促進

補助犬の普及促進を図るため，補助犬への理解啓発
を目的としたチラシ・ポスターの配布を実施し，また，補
助犬を利用する障害のある方への飼料の給付を実施
する。

・補助犬飼料給付者数：6人

・建物内及び市内中心部などの環境に適応した盲導犬
に育成するため，市役所を訓練の場として提供した。

・補助犬飼料給付者数：6人

・建物内及び市内中心部などの環境に適応した盲導犬
に育成するため，市役所を訓練の場として提供した。

・補助犬飼料給付等により，障害のある方の自立と社
会参加への一助につなげることができた。

・市役所及び市内中心部での盲導犬の訓練に，場所
の提供を行ったことにより，盲導犬の育成に加え，周囲
の市民への理解・啓発につなげることができた。

今後も，障害のある方の自立と社会参加の推進に向
け，補助犬の使用に伴った支援を行うとともに，市民の
補助犬への理解が促進されるよう，より一層の周知・
啓発を行っていく。

65
障害者支
援課

◎ 入院時コミュニケーション支援
意思疎通の困難な入院中の重度障害者が医療スタッ
フとｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを図るための支援員を派遣

・実利用者数：10人
・延利用時間数：501時間

・実利用者数：13人
・延利用時間数：464時間

実利用者が伸び，制度の浸透が進んでいる。
本制度を利用していただき円滑な医療行為につながる
よう，今後も区役所や相談支援事業所等を通して制度
の周知に努め，利用促進を図る。

66
障害者総
合支援セ
ンター

難病患者等補装具等賃借費助成
難病患者及び重度身体障害者の心身の状態に応じた
生活環境改善のため，補装具等の賃借費を助成

・張力調整付上肢装具　3件
・歩行補助用具7件
・段差解消用具5件
・移動用リフト2件
・特殊寝台12件
合計29件

・張力調整付上肢装具1件
・歩行補助用具5件
・段差解消用具3件
・移動用リフト7件
・特殊寝台5件
合計21件

身体機能の低下により，補装具等が必要な状況になっ
てから相談に至るケースが多く，補装具費で支給する
場合にも，オーダーメイドで作製するため時間を要する
現状にある。補装具費で支給に至るまでの間，本制度
を利用し，必要な時期に補装具等を導入することで生
活環境を整えることができた。また，介護保険制度等
の認定が下りるまでの間，本制度を利用することで日
常生活が円滑にできた。

本制度について周知が十分でなく，適切な情報提供が
当事者本人に届いていないケースが見られるため，医
療機関や相談支援事業者等に制度の案内を送付し周
知を図る。
進行性の神経難病の場合，進行が早く体の変化に対
する補装具の導入により転倒等の二次障害の予防を
図る必要がある。しかし，補装具費支給制度で車椅子
を支給する場合，数か月の期間を要するため，タイム
リーな対応が難しい。そのため，要綱を一部を改正し，
平成29年度より種目に車椅子（電動車椅子含む）を追
加する。
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67
障害者総
合支援セ
ンター

ロービジョン者への支援

仙台市の視覚障害者支援の充実を図るために，仙台
市中途視覚障害者支援事業の成果と課題の解析を基
に，多職種協働によるロービジョンの方への支援方法
を開発することを目的とする。

視覚障害者支援の充実を図るために，平成29年1月，
東北大学との共同研究である「多職種協働による地域
包括ロービジョンケアシステム開発に関する研究」に関
する協定の締結を行った。

視覚障害者支援事業の成果と課題を分析するための
研究に着手することができた。

これまでの実績から，軽度の視覚障害者への支援が
課題であることが把握されたため，東北大学との共同
研究を通じて，潜在的なニーズの掘り起こし，中途視覚
障害者に対する新たな支援システムを検討していく。

(4)

① 健診・受診の促進

68
障害企画
課

自立支援医療給付

・障害の軽減や職業能力の推進のために必要な医療
について，更生に必要な医療費等を給付する（更生医
療）。

・精神障害のある方の通院医療に要する費用の全部
又は一部を公費負担する（精神通院医療）。

・身体上の障害を有する児童または現存する疾病を放
置すると障害を残すと認められる児童で，確実な治療
効果が期待できる場合に，その障害の除去または軽減
するための医療に要する費用を公費負担する。（育成
医療）

・更生医療：29,243件（レセプト件数）
・精神通院医療：232,456件（　   〃     　）
・育成医療：748件（　  　 〃   　）

・更生医療：31,342件（レセプト件数）
・精神通院医療：240,097件（　   〃     　）
・育成医療：649件（　  　 〃   　）

当該事業の実施により，障害にかかる医療費負担の
軽減が図られ，適切な受診機会の確保につながった。

・障害の軽減・除去・重度化防止のため，今後も適切か
つ必要な給付を実施していく。

・適切な給付のため，請求情報の審査・確認を実施し
ていく。

69
障害企画
課

☆ 心身障害者医療費の助成

心身障害者の負担を軽減し，福祉の増進を図るため，
障害の程度，区分等の一定要件を満たす方について，
医療費の保険診療による自己負担相当分の一部又は
全部を助成する。

・助成件数：391,442件
・受給者数（平成28年3月末）：16,957人

・助成件数：411,067件
・受給者数（平成29年3月末）：16,885人

当該事業の実施により，身体障害及び知的障害のあ
る方の医療費負担の軽減が図られ，適切な受診機会
の確保につながっている。

・受給者が年々増加傾向にあること，高額療養費制度
改正の影響を受けることから，助成額の増大が見込ま
れる。

・受給者が助成申請書を記入，提出する手間の負担軽
減策を検討する。

70
障害者支
援課

☆ 身体障害のある方の健康診査
常時車いすを使用する身体障害のある方の二次障害
を予防するため，健康診査を実施する。

受診者数：31名 受診者数：36名

常時車椅子を使用する身体障害者の健康状態が
チェックされることで，筋肉の硬直や排尿障害といった
二次障害を予防し，受診者のQOLの向上に資すること
ができた。

実績は伸びたものの，対象者数に対して実利用者数
は依然少ないため，利用促進につながるよう周知広報
を図る。

71

子供未来
局子供保
健福祉課

乳幼児健康診査
（再掲：整理番号28）

障害の早期発見を含めた乳幼児の健康の保持増進や
心身の発育発達，養育状況を把握し，適切に支援する
ため，乳幼児健康診査を行う。

[受診率]
○乳児健康診査
　・2か月児：97.2%
　・4-5か月児：97.8%
　・8-9か月：94.3%

○幼児健康診査
　・1歳6か月児：97.6%
　・2歳6か月児：92.5%
　・3歳児：93.7%

[受診率]
○乳児健康診査
　・2か月児：96.8%
　・4-5か月児：95.9%
　・8-9か月：94.7%

○幼児健康診査
　・1歳6か月児：96.9%
　・2歳6か月児：95.5%
　・3歳児：93.9%

すべての健診で受診率を維持・向上しており，受診勧
奨の効果がうかがえる。

乳児健康診査・幼児健康診査ともに，高い受診率を維
持しており，多くの家庭に対する支援の提供及び児の
疾病等を発見することができた。

今後も受診率の維持向上に努め,未受診者に対し受診
勧奨等を継続実施していく。

72

子供未来
局子供保
健福祉課

先天性代謝異常検査等の実施
（再掲：整理番号28）

検査等の実施により，先天性代謝異常及び先天性甲
状腺機能低下症等を早期に発見し知的障害等の障害
発生を予防する。

・先天性代謝異常検査：9,563件
・先天性副腎過形成症検査：9,766件
・先天性甲状腺機能低下症検査：9,615件

・先天性代謝異常検査：9,206件
・先天性副腎過形成症検査：9,432件
・先天性甲状腺機能低下症検査：9,215件

・平成27年度までと同様の実績であり,本検査の周知は
十分なされていると考えられる。

・平成24年度より導入した｢タンデムマス法｣による検査
により,今までの検査方法では発見できなかった疾病な
どの早期発見・早期治療に寄与することができた。

今後も受検率の維持向上に努め,周知を継続実施して
いく。

73

子供未来
局子供保
健福祉課

新生児等への訪問指導
（再掲：整理番号28）

妊産婦及び新生児の発育発達と健康の保持増進を図
るため，全新生児を対象とした家庭訪問指導を実施す
る。

延べ訪問件数：10,255件 延べ訪問件数：10,355件

・新生児訪問対象者に対し，9割以上の訪問実績とな
り，新生児と産婦の心身面の健康の保持増進に努め
ることができた。
・継続支援が必要な家庭に対し，適切な支援を実施す
ることができた。

今後も全数の家庭訪問を実施するよう努める。

74
子供未来
局子供保
健福祉課

小児慢性特定疾病患者への支援
（再掲：整理番号28）

厚生労働省告示により定める慢性疾病患にかかって
いる児童に保険診療の自己負担分に対する医療費の
給付を行う。

対象児童に対して，医療費の支給を行った。
・給付実人員：1,332人
・給付延べ件：15,642件

対象児童に対して，医療費の支給を行った。
・給付実人員：1,358人
・給付延べ件：15,805件

・給付実人員，給付延べ件数ともにはほぼ前年度どお
り。対象児童に対して，適切に医療費の給付を行った。

今後も，制度の周知・利用促進を促し適切に事業を実
施していく。

保健・医療の推進
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75
健康安全
課

後天性免疫不全症候群（エイズ）に
関する相談及び検査

ＨＩＶ感染症の早期発見のために早期受診を勧奨し，エ
イズの発症を予防する。また，ＨＩＶ感染への不安があ
る方の相談に対応し，正しい知識の普及啓発及び今後
の感染予防啓発を行う。

・平成27年度HIV検査受検者数：1,703件

・平成27年度エイズ一般相談数：187件

・普及啓発活動（ポスター・ちらし・ポケットカードの配
布，インターネットバナー広告，地下鉄・バス広告，広
報誌，ホームページ等による広報，成人式における啓
発，小・中･高・専門学校・大学との連携による健康教
育等）

・HIV検査普及週間における啓発活動，世界エイズ
デー関連イベント（青葉区役所夜間検査における3項目
検査実施等）

・NPO法人との市民協働提案事業制度による，イン
ターネット活用によるHIV検査促進事業（仙台HIVネッ
ト，バナー広告・検索広告の掲載等）

・平成27年11月よりエイズ即日検査の電子申請による
予約受付開始

・平成28年度HIV検査受検者数：1,590件

・平成28年度エイズ一般相談数：198件

・普及啓発活動（ポスター・ちらし・ポケットカードの配
布，インターネットバナー広告，地下鉄・バス広告，広
報誌，ホームページ等による広報，成人式・区民まつ
り・病院まつり・商業施設における啓発，小・中･高・専
門学校・大学との連携による健康教育，保健所実習生
への健康教育，関係機関向け研修）

・HIV検査普及週間における啓発活動，世界エイズ
デー関連イベント

・NPO法人との市民協働提案事業制度による，HIV抗
体検査の新規受検促進事業（仙台HIVネットにおける
HIV検査体験談の掲載等，バナー広告・検索広告の掲
載，ポスター・ちらしの作成と配布等）

・平成29年2月より，休日即日検査において梅毒検査
の項目を追加

・受検者数は前年度より減少したが，陽性者数は前年
度同様であった。相談数は，前年度数とほぼ同様で
あった。

・受検者数増加のため，平成28年6月から青葉区役所
夜間検査において，梅毒検査を追加し，予約制へ変更
した。結果として，受検者数はやや減少したが，仙台市
全体の受検者数と比較しての減少率は低く，検査体制
を変更した効果はあったと考えられる。

・市民協働提案事業でインターネットを活用した広報を
展開したことで，より幅広く詳細な情報の発信ができ
た。また，個別施策層である男性と性的接触のある男
性向けに普及啓発を行うことができた。

・個別施策層への感染予防啓発・検査普及啓発を推進
していく。

・教育機関への啓発について，現在の状況を調査した
うえで，ちらしの配布・情報提供・教育関係者向け研修
会の開催等を実施する。

・平成29年4月から，国分町夜間HIV即日検査にて梅毒
検査の項目を追加する。また，年2回実施しているイベ
ント検査において梅毒検査の項目を追加し，受検者数
の増加をはかる。

・受検者数の増加を図るため，より効果的な啓発方法
について検討する。

② 健康づくりの推進

76
障害者支
援課

心身障害児通園施設歯科健康診
査・保健指導・歯科健康教育実施

社団法人仙台歯科医師会に事業を委託し，障害児
（者）の歯科診療事業を，休日夜間歯科診療所（仙台
市福祉プラザ内）において実施する。
また，在宅歯科診療事業を実施する。
心身障害児通園施設に年2 回の歯科健康診査及び保
健指導を実施するとともに，希望する障害者施設で歯
科健康教育を実施する。

・障害児（者）歯科診療事業
　診療実人数：1,056　人
・障害児（者）施設歯科保健教育
　開設回数：23回，受診者数：386人

・障害児（者）歯科診療事業
　診療実人数：1,079　人
・障害児（者）施設歯科保健教育
　開設回数：26回，受診者数：482人

当該事業の実施により，障害児の歯と口の健康づくり
の推進に貢献できた。

子どもの虫歯の有病状況の地域格差や歯周病の予防
など，依然として課題も多いことから，「第2期いきいき
市民健康プラン」において，児童・思春期世代をメイン
ターゲットに取り組みを進めている。障害児についても
同様に取り組みを進めていく。

77
障害者支
援課

☆ ひきこもり者地域支援事業

ひきこもり者の状態に応じた適切な支援を図るため，
ひきこもり地域支援センターをはじめとした相談体制を
強化するとともに，関係機関・支援団体との連携や一
元的な情報提供などの取組みを推進する。

○ひきこもり地域支援センターにおいて，相談対応・訪
問支援等を行った。

○ひきこもり地域支援センター事業実績
・延相談件数：1,339件
・アウトリーチ（訪問支援）：37件
・サロン延べ来所者数：1,629件
・その他普及・啓発活動：62回
（本人向け各種集団プログラム，家族教室，ひきこもり
相談会等）

○ひきこもり青少年等社会参加促進事業実績
・外出支援・地域活動等延べ参加者数：314名
・就労体験等延べ参加者数：161名

（1）ひきこもり地域支援センター
概要：ひきこもり者本人や家族等に対する支援を各種
業務を組み合わせて実施する。
実績：
①相談事業：　電話相談延640件，メール相談延32件，
来所相談延937件
②訪問支援：　延36件
→延相談件数（①＋②）1,645件
③家族支援（家族教室）：　延61回開催
④居場所支援(サロン）：　延1,811名

（２）ひきこもり青少年等社会参加促進事業
①所外活動（外出支援等）延参加者数：294名
②所内活動（調理活動等）延参加者数：215名

ひきこもり地域支援センターにおいて，電話相談，来所
相談，訪問相談，メール相談など，状態像に応じた相
談支援を行い，ひきこもりを専門とした地域の相談窓
口としての役割を一定程度担っている。
また，関係機関や外部委員を含めた検討会を立ち上
げ，ひきこもりが幅広い年代に渡ること，また，多様で
複合した要因によって起こること，長期化する可能性が
あることを踏まえ，本市におけるこれまでの施策展開
のあり方を再検討し，現状の確認・評価を行い，課題を
示した。また，多様な要因に基づくひきこもり状態をど
のように理解し，一貫性をもった継続的な支援をどのよ
うに提供していくのかについて求められる新たな支援
の仕組みについて整理した。

引き続き，ひきこもり地域支援センターでの相談業務を
継続するとともに，検討会の結果を踏まえ，各関係支
援機関における相談受付とチーム支援や拠点機能に
おける情報の管理・検討などの実施の観点から，より
効果的なひきこもり支援の仕組みについて検討する。

78
障害者総
合支援セ
ンター

☆ 障害のある方の健康増進事業
障害のある方自らが，身近な地域においてレクリエー
ションスポーツ等を通して主体的に健康増進への取組
みができるよう，環境の整備や仕組みづくりを進める。

障害者のスポーツ・レクリエーション教室等の情報収
集・発信事業
・取材団体：9団体
・発信方法：ホームページ，機関誌「ウェルリポート」，
「いず☆ちゅう健幸祭」にてパネル展示。

○障害者のスポーツ・レクリエーション教室等の情報収
集・発信事業
・取材，発信団体：4団体
・発信方法：ホームページ，機関誌「ウェルリポート」

○第1回障害のある方の健康とスポーツについて考え
る会
参加人数：27名

障害者のスポーツレクリエーション教室等の情報収集・
発信については，昨年度に比して数は減ったものの，
掲載している団体に関する問い合わせが少なくなく，
ニーズに対してある一定の情報提供ができている。

第1回障害のある方の健康とスポーツについて考える
会については，障害福祉の分野以外の方々の参加も
あり，障害のある方が地域で健康づくりをするための環
境づくりについて情報と課題の共有ができた。

情報の収集・発信事業についても，障害のある方の健
康とスポーツについて考える会についても，本来実施
主体となる専門施設等がその役割を果たせるよう，
バックアップしていく必要がある。そのため，今年度か
らは協働で開催できるよう働きかけていく。

79

健康政策
課（健康
増進セン
ター）

障害者健康づくり教室
知的・精神・身体の障害の別無く運動実践の場を提供
するとともに，個別相談および生活に運動を定着させ
る等の支援を実施する。

◯地域拠点型教室
 ・個人（青葉，太白，若林，泉）：
　 162回，延べ1288人
 ・団体：73回，延べ678人

◯施設支援型教室
　 10回，延べ129人

◯教室修了者フォローアップ
 　16回，延べ219人

◯地域拠点型教室
 ・個人（青葉，太白，泉）：
　 112回，延べ767 人
 ・団体：69回，延べ1,233人

◯呼吸らくらくレクリエーションサークル
　 20回，延べ35人

◯教室修了者フォローアップ
 　7回，延べ128人

生活習慣病予防事業健康づくり支援プランへの移行な
ど，障害のある方へ運動を中心とした健康づくりの機
会を提供することができた。
地域拠点型の団体利用では他団体との共同利用の受
付から申し込み方法までを確立させ，受け入れ数を増
やすことができた。場の共有，相互支援をしながら他施
設間の交流の機会の場となった。

交通の便が悪く，利用しづらい状況にある会場につい
ては会場の見直しも含め検討していく。
施設職員や支援者への啓発を行い協力のもとで，生
活の中に健康づくりが定着するよう働きかける。

80

健康政策
課（健康
増進セン
ター）

障害者健康づくり教室（若年者軽度
知的障害者）

支援学校在校生および卒業生の健康づくり，余暇活動
の充実と社会資源の活用の場とする。

・地域拠点型教室（夕暮れエクササイズ）
　41回，延べ494人

・施設支援型教室（支援学校）
　22回，延べ194人

・地域拠点型教室（夕暮れエクササイズ）
　40回，延べ608人

・施設支援型教室（支援学校）
　14回，延べ118人

支援学校内での活動から，社会参加へ移行するモデ
ルとなった。
夕暮れエクササイズでは保護者主体の取り組みで学
園祭等教室外での活動ができた。
放課後や夕方の過ごしの課題を抱える方は多く，ニー
ズの高さが伺えた。

夕暮れエクササイズを自主グループ化し，新たな社会
資源を創出していく。
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81

健康政策
課（健康
増進セン
ター）

障害者運動サポーター養成研修会
障害者の健康増進を支援するために必要な運動に関
する知識・技術・実践力の習得と支援者の養成を目的
とした研修会を開催する。

・スキルアップ研修会
　3回，延べ55人

・教室におけるサポーター活用
　112回，延べ204人

・教室におけるサポーター活用
　97回，延べ152人

教室での見守り，運動補助やイベントでの運営協力
等，貴重なマンパワーとして活用することができた。

サポーターのスキルアップと教室での継続的な活用を
行い，障害者健康づくり事業のモデルを構築する。

82

健康政策
課（健康
増進セン
ター）

調査・研究・開発
障害特性を考慮した運動プログラムや体力測定法，
ツールを開発する。

三障害それぞれの特性を考慮した運動プログラムの検
討及び実践を行った。
また，事業でのツール開発を行った。

三障害それぞれの特性を考慮した運動プログラムの検
討及び実践を行った。
また，事業でのツール開発を行った。
拠点型教室内での運動実施による行動変容のまとめ
を開始した。

拠点型教室での実践と行動変容まとめを行った。
拠点型教室での実践を情報としてまとめ，発信してい
く。

83

健康政策
課（健康
増進セン
ター）

ネットワーク事業
障害者を地域で支援する関係機関とのネットワーク会
議に参加し情報交換や連携を進める。

・各区ネットワーク会議等への参加
　5区，84回

・連携事業
　5回，延べ5,999人

・各区ネットワーク会議等への参加
　5区，72回

・連携事業
　8回，延べ1,473人

重複障害等様々な課題を抱える当事者の健康課題解
決へ向けて，関係機関と連携し，課題解決に向けた支
援を行うことができた。

関係機関との連携を広げ，健康づくり啓発と効果的な
支援を行う。

84

健康政策
課（健康
増進セン
ター）

障害者団体出前講座
障害者の健康づくりを啓発・支援することを目的に職員
を派遣する。

9回，185人 6回，223人
障害者施設や団体などの求めに応じて体力測定やスト
レッチングなどの運動支援を行うことで，障害のある方
の健康づくりに関する周知，啓発が図れた。

当事者以外にも，施設職員や家族，支援者，一般へ向
けて啓発していく。

③ 精神疾患等の早期発見・早期支援の推進

85
障害者支
援課

◎
精神障害のある方の地域社会交流
促進
（再掲：整理番号4）

精神障害当事者による講演活動（スピーカーズビュー
ロー活動）を中心とした精神障害者地域社会交流促進
事業の継続的な実施(精神疾患・精神障害に対する正
しい知識と適正な態度の醸成を目指し，全市的な取組
みのコーディネート機能と地域に根ざした形での普及
啓発活動に取り組むためのプログラム開発等を主に行
う）【1(1)①参照】

○精神障害当事者により講演活動を中心と
    した，精神障害の知識の普及啓発を行っ
    た。
　・講演回数：28回
　・聴講者数：1,131人

○精神障害当事者により講演活動を中心と
    した，精神障害の知識の普及啓発を行っ
    た。
　・講演回数：25回
　・聴講者数：938人

スピーカーズ・ビューローは偏見除去の効果が極めて
高いことが知られているが，国内でも先進的な取組み
であり，普及啓発手法としての一般化のためには更な
る知見の蓄積が必要である。特に，疾病体験を聴衆に
語る技能・技術を習得した精神障害者の育成が重要で
ある。

スピーカーズ・ビューローの手法を一般化させるため
に，語り手となり得る人材の育成に今後も取組む。

④ 自殺予防の推進

86
精神保健
福祉総合
センター

仙台市こころの絆センター（自殺予
防情報センター）

自殺を考えている方や自殺未遂者，遺族等の相談に
応じ，必要に応じて適切な相談窓口につなげるととも
に，地域における人材育成や情報発進，各種広報等に
より，自殺対策の推進を図る。
さらに，震災後の心のケア事業と連動し，被災者の孤
立予防および自殺予防を強化する。

○相談支援の実施
　・電話相談：644件
　・相談会開催：75件

○研修会の開催や講演会等への講師派遣
　・研修会：3回
　・講師派遣：2回

○被災者支援として，普及啓発・人材育成，区等との
共同による訪問支援を実施。

○若年層向け普及啓発活動として，大学生をメンバー
としたＹＥＬＬを運営し，ミニ講義，学園祭でのＰＲ活動，
啓発用ボールペンを作成した

○勤労者対策として職場のメンタルヘルス支援事業や
研修講師の派遣，会報による普及啓発を実施した。

○相談支援の実施
　・電話相談：487件
　・相談会開催：57件

○ゲートキーパー養成研修等の開催や講演会への講
師派遣
　・研修会：3回
　・講師派遣：4回

○被災者支援として，普及啓発・人材育成，区等との
共同による訪問支援を実施。

○若年層向け普及啓発活動として，大学生をメンバー
としたＹＥＬＬを運営し，ミニ講義，図書館キャンペーン，
学園祭でのＰＲ活動，啓発用付箋セットを作成した。

○職員が自死したことにより，職場の動揺が広がって
いるとの会社の相談を受け，自死のポストベンションの
ための支援を実施した。

・電話相談では，相談者の8割が本人であり，男女比で
は7割が女性を占めている。全相談のうち，約半数が
自死関連問題であった。また精神科既往歴者が６割
で，通院してはいるが生きにくさを抱える相談が多い。
自死のリスクが切迫している緊急度の高い相談より
も，慢性的に抱えている希死念慮についての相談が多
く，傾聴や助言等の支援が求められている。
・本市の自殺の実態に応じ，被災者や若年層を対象と
した普及啓発や，人材育成を継続する必要がある。

絆センターの役割や体制整備について，自殺対策計画
の策定に併せて検討していく。
また，関係機関と連携し，ハイリスク者支援について考
えていく必要がある。

87
障害者支
援課

自殺予防推進（関係機関・団体等の
有機的な連携）

自殺対策を総合的に推進するために，関係機関・団体
等が互いに綿密に連携し合い一体となって対応する体
制づくりを進める。

・自殺総合対策庁内連絡会議
　平成27年5月29日開催

・仙台市自殺対策連絡協議会
　平成27年6月29日開催，委員17人出席。

・かかりつけ医等心の健康対応力向上研修
  会事業
　2回コース，計79人参加

・自殺対策－未遂者等ハイリスク者対策（研修会）計2
回実施。

・自殺対策－未遂者等ハイリスク者対策（検討会）計3
回実施。

・自殺総合対策庁内連絡会議
　平成28年6月8日開催

・仙台市自殺対策連絡協議会
　平成28年7月4日開催，委員15人出席。

・かかりつけ医等心の健康対応力向上研修
  会事業
　2回コース，計111人参加

・自殺対策－未遂者等ハイリスク者対策（研修会）計2
回実施。

・自殺対策－未遂者等ハイリスク者対策（検討会）計3
回実施。

・自殺対策連絡協議会において，本市の自殺対策事業
の取組み状況や，各委員の事業内容について，意見
交換を行い，相互連携の必要性について共有を図れ
た。

・医師等を対象とした研修会において，精神科へのつ
なぎと連携をテーマとして取り上げ，実践における対応
を検討することができた。

・ハイリスク者対策として，自死の危機がある人への初
期介入の方法や地域と医療での支え方等についての
研修を実施し，その手法について学ぶことができた。ま
た，検討会において，ハイリスク者支援における問題
や課題の解決のために求められる仕組みや体制，姿
勢についてまとめた報告書を作成した。

・庁内の関係部署や協議会委員と連携し，助言や協力
を得ながら，本市の自殺対策事業の拡充を図る。ま
た，本市における自死の現状や課題をまとめ，それに
対応するための自殺対策計画の策定を進めていく。

・ハイリスク者等への支援が充実するように，各関係機
関との連携や支援者の支援力向上研修，支援体制の
構築などを継続的に実施していく。
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⑤ 精神科救急システムの整備

88
障害者支
援課

◎
新市立病院整備（精神科救急システ
ムの整備)

心の問題や精神疾患を抱える市民が安心して生活で
きるよう，新市立病院内に単科精神科病院では対応が
難しい身体疾患と精神疾患をあわせ持った救急患者を
受け入れる態勢を整えるなどにより，精神科救急シス
テムを整備する。

・平成27年4月に東北大学精神科より常勤の精神保健
指定医1名が着任。

・年度中盤より入院病床50床のうち10床程度を稼働。

・宮城県精神保健福祉審議会において精神科救急シ
ステムについての審議状況から，総合病院精神科医
療連絡協議会の開催は見送った。

○精神科常勤医：5名（うち2名は精神保健指定医）
○精神科病床への患者受入れ実績：120名
○身体科入院者へのコンサルテーションリエゾン実績：
540件
○障害者支援課と市立病院精神科との定例打合せ：4
回

○身体合併症患者に対する対応については，順調に
増加している。
○常勤医の増加に伴って，診療環境は安定してきてい
る。
○政策医療を実施するにあたっての，市長部局と病院
との定期的な情報交換の場の設定は引き続き必要で
ある。

○宮城県精神科救急システムとの相互連携・相互補完
の具体的なイメージの形成と共有
　・健康福祉局と市立病院間
　　　→課長級の会合の設定
　・仙台市と宮城県の間
　　　→県担当者との定期打合せ
○市立病院を指定病院とする
　　　→措置入院患者の引受け
○宮城県精神科救急システムの休日当番病院輪番体
制への参加
　　　→市立病院との調整

3
(1)

① 地域生活支援のための拠点の整備

② 住まいの場の確保等地域移行支援

89
北部発達
相談支援
センター

◎
障害特性に応じた「住まいの場」の
確保に向けた支援

重度の知的障害を伴う自閉症や重症心身障害等の重
い障害がある方の「住まいの場」の確保を支援する。

・関係機関や関係各課と随時打ち合わせを行い，情報
を共有した。

・発達障害児者の地域生活を支える支援者の養成や
支援ネットワークの形成を目的に，支援者向けの研修
会を開催した。

・関係機関や関係各課と随時打ち合わせを行い，情報
を共有した。

・発達障害児者の地域生活を支える支援者の養成や
支援ネットワークの形成を目的に，支援者向けの研修
会を開催した。

平成28年度実績については，「住まいの場」の確保や
拡充の観点から継続して実施していく必要があり，妥
当な内容。

研修等ネットワーク形成については昨年度までと同様
に実施。拡充についての情報収集等も積極的に行う。
今後は，現行の住まいの場（共同生活援助施設や障
害者支援施設）の支援の質の向上を目的に介入してい
く。

90
障害者支
援課

☆ 重度心身障害のある方の住宅改造
重度心身障害のある方の住環境を整備するための改
修費を助成する。

助成件数：4件 助成件数：1件
本事業の実施により，重度障害者の日常生活の安全
の向上に資することができた。

障害を持つ方にとって安全で使いやすい住環境を整備
することへのニーズは継続的に発生すると思われるた
め，必要とする方に適切に情報が届き，制度をご利用
いただけるよう，今後も周知に努める。

91
障害者支
援課

知的障害のある方の自立体験ステ
イ

在宅の知的障害のある方が一定期間保護者の元を離
れて地域生活を体験することにより，グループホーム
等での自立生活の実現を支援する。

・登録者数：24人
・宿泊回数：460泊

・登録者数：0人
・宿泊回数：0泊

平成27年12月より実施事業者なし。
実施事業者がいない現在，事業そのものの必要性・在
り方について検討が必要である。

92

都市整備
局
住宅政策
課

市営住宅建替事業における重度身
体障害者世帯向け(車いす)住宅の
設置

老朽化した市営住宅の建替事業において，手摺，流し
台等の諸設備について，身体障害者等の生活に配慮
した設計の重度身体障害者世帯向け(車いす)住宅を
供給する。

重度身体障害世帯向け（車いす）住宅2戸の整備を含
む鶴ケ谷第一市営住宅第四工区建設工事その1に着
手した。

重度身体障害世帯向け（車いす）住宅2戸の整備を含
む鶴ケ谷第一市営住宅第四工区建設工事その1が完
了した。
また，同住宅2戸の整備を含む第四工区建設工事その
2に着手した。

重度身体障害世帯向け（車いす）住宅を設置したこと
で，身体障害者等の住まいの場を選択できる環境を整
え，安全な生活空間の形成を図ることができた。

老朽化した市営住宅の建替事業において，今後も継続
して身体障害者等の生活に配慮した重度身体障害世
帯向け（車いす）住宅の設置を進めていく。

③ 地域住民同士の支え合いの体制構築

93
障害者支
援課

地域生活支援ネットワーク会議，連
絡調整会議

区毎に地域課題や特性に応じた対応のあり方を検討
する地域生活支援ネットワーク会議や専門相談機関で
の連絡調整会議等により，障害のある方への支援の
ネットワークづくりを図る。

各区に自立支援協議会に設置されたことに伴いNo.26
に集約

94 社会課
地区社会福祉協議会による小地域
福祉ネットワーク活動の推進

障害のある方が，住み慣れた地域で安心して自立した
生活が送ることができるよう，民生委員やボランティア
団体等と連携して，安否確認や生活支援を行う。

各地区社協が実施する下記の事業を推進した。

・小地域福祉ネットワーク活動推進事業
　全103地区社会福祉協議会で実施
（見守り，生活支援活動，サロン活動等）
※障害者サロン実施地区数：32／103

・地域福祉活動推進員設置事業
　全103地区社会福祉協議会で実施

・小地域福祉ネットワーク活動研修会
　市社会福祉協議会各区事務所で実施

・区地域福祉活動リーダー研修会
　市社会福祉協議会各区事務所で実施

各地区社協が実施する下記の事業を推進した。

・小地域福祉ネットワーク活動推進事業
　全104地区社会福祉協議会で実施
（見守り，生活支援活動，サロン活動等）
※障害者サロン実施地区数：39／104

・小地域福祉ネットワーク活動研修会
　市社会福祉協議会各区事務所で実施

・区地域福祉活動リーダー研修会
　市社会福祉協議会各区事務所で実施

小地域福祉ネットワーク活動では，障害をもつ方だけ
のサロンは実施していない。障害のあるなし，年齢に関
係なく，地域住民を対象としたサロンを開催している地
区があり，そのサロンに障がいをもつ方も参加してい
る。その実績は27年度の32地区から，28年度は39地区
に増えた。

今後も，障害や年齢に関係なく，多様な参加者が集ま
る場を作ることを推進する。

95 社会課
民生委員児童委員による地域の見
守り活動等

障害のある方が，住み慣れた地域で安心して自立した
生活が送ることができるよう，相談，情報提供，見守り
等を行う。

相談支援件数：合計　43,251件
（うち障害者に関すること　2,424件）

相談支援件数：合計　38,024件
（うち障害者に関すること　2,022件）

全相談支援件数のうち，障害者に関することが全体の
5.3％となっている。（H27年度は5.6％）
全相談支援件数に占める割合をみると，まだまだ障害
者への関わりが少ない。

研修や事例検討を通じて障害に対する理解を深めると
ともに，専門機関に関する情報提供を行い，連携した
支援ができる体制を作っていく。

 誰もが安心して地域で生活できる環境の整備
地域で生活していくための環境整備
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④ 防犯対策の推進

96
市民局
市民生活
課

障害のある方やボランティアに対す
る防犯講座

障害のある方やその家族，福祉施設の職員を対象とし
た防犯講座を開催するとともに，障害のある方と接する
福祉関係者，ボランティア等に対して，障害のある方の
犯罪被害防止に係る知識の普及を図る。

防犯講座の実施：１回
（仙台市防犯協会連合会との連携による）

防犯講座の実施：１回
（仙台市防犯協会連合会との連携による）

防犯意識の高揚，啓発を図ることができた。
引き続き防犯講座等を通して，防犯意識の高揚，普及
啓発を行っていく。

97
市民局消
費生活セ
ンター

消費者トラブル見守り事業の展開
障害のある方の消費者被害防止のため，障害のある
方と接する機会の多い民生委員や関係団体等に対し，
消費者被害の内容とその防止策について啓発を行う。

・地区民生委員児童委員協議会会長を対象とした研修
会において，地域での見守りや消費者トラブルの現状
について説明を行った。

・地域における見守り体制を強化し，高齢者や障害者
の消費者被害防止を図るため仙台市消費者の安全を
守る連絡協議会を開催し，関係機関相互の情報共有
等を行った。

・特別支援学校において消費者トラブル防止の出前講
座を実施した。（1回）

・地区民生委員児童委員協議会会長や新任民生委員
を対象とした研修会において，地域での見守りや消費
者トラブルの現状について説明を行った。

・地域における見守り体制を強化し，高齢者や障害者
の消費者被害防止を図るため仙台市消費者の安全を
守る連絡協議会を開催し，関係機関相互の情報共有
等を行った。

・特別支援学校や障害者相談支援事業所において消
費者トラブル防止の出前講座を実施した。（３回）

民生委員に消費者被害防止の啓発を行うことによっ
て，地域における見守りを強化することができた。

障害者と接する機会の多い関係機関と消費生活セン
ターが連携しながら障害者の見守り等を行うことによっ
て，障害者の消費者トラブルの未然防止・拡大防止と
ともに，障害のある方も含めて，地域全体で支え合い
ながら安心して生活できる環境づくりに貢献できた。

出前講座を実施することにより，障害者ご本人やご家
族，支援者等に消費者トラブルの手口や対応方法を伝
えることができ，被害の未然防止や自立した生活を送
る一助とすることができた。

障害者の支援に関わる方々との連携をさらに強化し，
障害者ご本人や支援する方々向けの出前講座や消費
者トラブル事例の情報提供など，実効性のある啓発活
動を今後も実施していく。

(2)

① バリアフリー・ユニバーサルデザインの推進

98 社会課 ひとにやさしいまちづくりの推進
ひとにやさしいまちづくり推進協議会により，心のバリ
アフリーの普及・啓発を行う。

バリアフリーの広報・啓発活動の実施
・福祉まつりウェルフェアへの参加
　（ひとにやさしいガチャ＆クイズ等）
・まち歩きワークショップ・バリアフリー施設説明会等へ
の参加
・バリアフリー啓発ポスター作製
・バリアフリー情報紙の発行

バリアフリーの広報・啓発活動の実施
・福祉まつりウェルフェアへの参加
　（ひとにやさしいガチャ＆クイズ等）
・心のバリアフリー啓発ポスター・ティッシュ作成
・バリアフリー情報紙の発行

・福祉まつりウェルフェアでは，さまざまな世代の方々
にクイズにチャレンジしていただき，バリアフリーに関心
を持つきっかけづくりとなった。

・地下鉄，バス車内に心のバリアフリー啓発ポスターを
掲出し，市民の心のバリアフリーの啓発を図った。

・バリアフリー情報誌では，地下鉄東西線の国土交通
省バリアフリー化推進功労者大臣表彰受賞について
や，推進協議会におけるバリアフリーの取り組みにつ
いて掲載し，広報・啓発に努めた。

バリアフリーをめぐる環境の変化に合わせて，広報の
デザインをリニューアルする等，市民への広報・啓発の
あり方を工夫していく。

99
交通局
業務課
営業課

心のバリアフリー化の推進

心のバリアフリー推進のため，小中学生を対象とした
交通バリアフリー教室の実施や利用者へのバリアフ
リーマナーアップの啓発，交通事業に従事する職員へ
のバリアフリー教育などを実施する。

・小学生を対象とした交通バリアフリー教室を開催。
‹地下鉄・バス共同事業›
　交通バリアフリー教室　1回　78人参加
‹バス事業›
　交通バリアフリー教室　2回　35人参加
・バス・地下鉄車内へのマナーポスター・ステッカー掲
示によるマナーアップの継続啓発。
・外部講師による職員へのバリアフリー教室（高齢者・
障害者の疑似体験）の実施
‹地下鉄事業›
　バリアフリー研修　1回　12人参加

・小学生を対象とした交通バリアフリー教室を開催。
〈地下鉄・バス共同事業〉
　交通バリアフリー教室　2回　128人参加
〈バス事業〉
　交通バリアフリー教室　2回　25人参加

・バス・地下鉄車内へのマナーポスター・ステッカー掲
示によるマナーアップの継続啓発。

・啓発文書を作成し，障害者差別解消法の周知徹底

・乗務員研修における高齢者疑似体験の実施

・外部講師による職員へのバリアフリー教室（高齢者・
障害者の疑似体験）の実施
‹地下鉄事業›
　バリアフリー研修　1回　17人参加

仙台市交通局バリアフリー特定事業計画に基づき計画
どおり実施したことにより，「心のバリアフリー」に関し着
実に推進している。
疑似体験等により直接感じ，考え，行動することで，バ
リアフリーに対する理解と意識の高揚を図ることができ
た。

地下鉄・バス共同事業の実施回数を検討しながら，今
後も各事業を継続して実施することにより，バリアフ
リーに対するより一層の理解と高揚を図りながら，「心
のバリアフリー」に関し，更なる裾野の拡大を目指す。

誰もが生活しやすいまちづくりの推進
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② 容易に移動できる環境の整備

100
建設局
道路計画
課

交通安全施設等の整備
歩行空間の段差解消や視覚障害者誘導用ブロックの
敷設など，障害のある方が安全に安心して移動できる
ように，道路環境の整備を進める。

歩行空間の段差解消や視覚障者誘導ブロックの敷設
等，道路環境の整備を実施した。
・市道整備事業：52路線整備実施
・国県道整備事業：6路線整備実施

歩行空間の段差解消や視覚障害者用誘導ブロックの
敷設等，都心地区道路特定事業計画に基づく整備を
含め，バリアフリー歩行空間の整備を実施した。また，
泉中央・長町地区道路特定事業計画を策定した。

・市道整備事業：50路線整備実施
・国県道整備事業：7路線整備実施

・都心地区に引き続き，泉中央・長町地区において，優
先的にバリアフリー推進を図るための道路特定事業計
画を策定できた。
・歩行空間の整備をしたことにより，バリアフリーの推
進に寄与できた。

平成29年度に，北仙台地区道路特定事業計画を策定
予定。
引き続き，だれもが安全に安心して移動できるように道
路環境の整備を進める。

101

都市整備
局
交通政策
課

仙台市バリアフリー基本構想の策定
バリアフリー新法に基づいて，優先的に整備を図るべ
き地区の基本構想を策定し，バリアフリーの推進を図
る。

仙台市バリアフリー推進協議会を開催し，地区別構想
（北仙台地区）を策定した。

・仙台市バリアフリー推進協議会を開催し，バリアフ
リー化を進める特定事業の進捗状況を確認。
・道路工事等の情報を宮城県立視覚支援学校に提供
する仕組みを構築。

・仙台市バリアフリー推進協議会を開催し，情報を共有
するとともに特定事業の進捗状況を確認することで，バ
リアフリー推進に貢献。

仙台市バリアフリー推進協議会を継続的に開催し，バ
リアフリー化を進める特定事業の調整及び管理を行
う。

102

都市整備
局
公共交通
推進課

低床バス車両等導入への補助
バス事業者に対して，低床バス車両の購入費の一部を
補助する。

バス購入費の一部補助
・大型ノンステップバス：38台
・中型ノンステップバス：2台
計40台を補助対象として実施。

バス購入費の一部補助
・大型ノンステップバス23台を補助対象として実施。

ノンステップバスの車両購入費を補助することにより，
容易に移動できる環境の整備向けて，バス車両の面
から貢献できた。

今後も低床バス車両の購入費に対する補助を継続し
ていく予定。

103
交通局
整備課・
輸送課

バスのバリアフリー化の推進
ノンステップバスの導入やバス停留所への上屋・ベン
チの設置等によりバリアフリー化を推進する。

○バス車両
　・ノンステップバスの導入：27両

○バス停留所
　・電照式標識を設置：16箇所
　・上屋，ﾍﾞﾝﾁを設置：16箇所

○バス車両
　・ノンステップバスの導入：27両

○バス停留所
　・電照式標識を設置：5箇所
　・上屋，ﾍﾞﾝﾁを設置：14箇所

平成28年3月に策定された「第2期仙台市交通局バリア
フリー特定事業計画（後期）」に基づき，バスのバリアフ
リー化を実施したことにより，「容易に移動できる環境
の整備」に関し，着実に推進している。

平成28年3月に策定された「第2期仙台市交通局バリア
フリー特定事業計画（後期）」に基づき，引き続き「バス
のバリアフリー化」の実施，推進を行って行く。

104
交通局
施設課

地下鉄のバリアフリー化の推進

車両への車いすスペースの設置や案内表示装置の設
置を行うことに加え，駅の階段における段差の明瞭化
や触知案内図，音声・音響案内設備の設置などにより
バリアフリー化を推進する。

・勾当台公園駅，仙台駅，長町一丁目駅，長町南駅の
「階段の段差明瞭化」を実施。

・北四番丁駅，長町駅に「触知案内図」「音声・音響案
内設備」を設置。

・泉中央駅，勾当台公園駅のホームに「下りエスカレー
ター」を増設。 等

・勾当台公園駅，北四番丁駅の「階段の段差明瞭化」
を実施。

・八乙女駅，広瀬通り駅に「触知案内図」「音声・音響案
内設備」を設置。

・広瀬通駅のホームに「下りエスカレーター」を増設。
等

仙台市交通局バリアフリー特定事業計画に基づき計画
通り実施したことにより，「容易に移動できる環境整備」
に関し，着実に推進している。

第２期仙台市交通局バリアフリー特定事業計画（後期）
の計画期間を28年度から32年度としており，計画に基
づき，引続き「地下鉄のバリアフリー化」の実施・推進を
行っていく。

105
障害者支
援課

外出支援等のサービス提供

視覚障害により移動が非常に難しい方に，必要な情報
の提供や援護等の外出支援を行う同行援護や，自己
判断能力が制限されている方の危険を回避するため
に必要な支援や外出支援を行う行動援護の障害福祉
サービスの提供を推進する。【5(1)②参照】

・同行援護　延べ利用者数：2,436人
・行動援護　延べ利用者数：144人

・同行援護　延べ利用者数：2,684人
・行動援護　延べ利用者数：137人

同行援護・行動援護ともに，実績の大幅な伸びはない
ものの，障害特性に応じた外出支援を安定して実施で
きた。

外出に支援を要する方が社会参加等を積極的に行え
るよう，今後も制度の周知に努める。

106
障害企画
課

☆ リフト付自動車運行への助成
一般の交通手段の利用が困難な障害のある方の社会
参加を促進するため，福祉有償運送実施団体へ経費
の一部を助成する。

・助成対象団体：1団体
・利用会員数：374人
・利用回数：1,446回

・助成対象団体：1団体
・利用会員数：325人
・利用回数：1,072回

福祉有償運送実施団体への支援を行うことにより，一
般の交通手段の利用が困難な，障害のある方の外出
や社会参加の促進が図られ，容易に移動ができる環
境の整備につながっている。

長期的な事業継続のため，随時，対象となる団体の運
営状況の分析等を行っていく。

107
障害者支
援課

☆ ガイドヘルパーの派遣
全身性障害のある方にガイドヘルパーを派遣し，病院
や公的機関に行く場合などの付添を行う。

・利用登録者数：67人
・派遣件数：307回

・利用登録者数：71人
・派遣件数：414回

全身性障害者の外出及び社会参加の促進に寄与し，
容易に移動できるよう支援することができた。
視覚障害のある方については，同行援護に切り替えを
していただいていることもあり今後利用者や派遣件数
等は減となることが予想される。

地域生活支援事業の移動支援等とのバランスを考え
つつ，事業内容の検討を進める。

108
障害企画
課

☆ 障害のある方への交通費等の助成

障害のある方の社会参加の推進のため，対象者にふ
れあい乗車証（市営地下鉄・バス，宮城交通の無料乗
車証）・福祉タクシー利用券・自家用自動車燃料費助成
券のいずれかを交付し，移動に要する費用の一部を助
成する。

交付人数(平成28年3月末)
・ふれあい乗車証：12,870人
・福祉タクシー利用券：8,821人
・自家用自動車燃料費助成券：5,503人

交付人数(平成29年3月末)
・ふれあい乗車証：13,363人
・福祉タクシー利用券：8,946人
・自家用自動車燃料費助成券：5,563人

・各々の障害の状況に合った助成内容を選択し，多く
の障害のある方が制度を活用し交通機関等を利用して
おり，社会参加活動の促進が実現されている。
・平成28年10月からふれあい乗車証の完全ICカード化
を行い利便性の向上につながっている。

助成額が年々増加しており，今後とも制度を持続させ
ていくために事業のあり方について検証を行う必要が
ある。

109
障害企画
課

自動車運転免許取得への助成・自
動車改造への助成

障害のある方の社会参加の推進のため，自動車運転
免許取得に要する費用及び身体障害のある方の自動
車改造に要する費用の一部を助成する。

・自動車運転免許取得助成：33件
・自動車改造助成：43件

・自動車運転免許取得助成：44件
・自動車改造助成：38件

当該事業の実施により，障害のある方の自動車を利用
しての移動支援が促進されている。

障害のある方の社会参加促進のため，今後も引き続き
実施していく。
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③ コミュニケーション支援の充実

110
障害企画
課

コミュニケーションの支援

・手話通訳相談員設置…市役所・各区役所に手話通訳
者を配置し，聴覚障害のある方への各種通訳や相談
等に応じる。
・奉仕員養成研修…各種奉仕員等の養成講座を開講
し（手話奉仕員・通訳者，要約筆記，点訳，朗読），修了
後同意書の提出があった方へ奉仕員証を発行する。
・手話奉仕員等派遣…聴覚障害のある方等の必要に
応じ，手話奉仕員・通訳者，要約筆記者を派遣する。

○手話通訳相談員
　・市役所・各区役所等7ヶ所に配置。

○各種奉仕員養成研修修了人数
　・手話奉仕員(入門)：19人
　・手話奉仕員(基礎)：15人
　・手話通訳者：5人
　・点訳：11人
　・朗読：2人

○手話奉仕員等派遣者数
　・手話奉仕員・通訳者：1,118人
　・要約筆記：120人

○要約筆記者養成研修終了人数：27人
○盲ろう通訳介助員養成研修終了人数：12人
○盲ろう通訳介助員派遣者数：411人

○手話通訳相談員
　・市役所・各区役所等7ヶ所に配置。

○各種奉仕員養成研修修了人数
　・手話奉仕員(入門)：21人
　・手話奉仕員(基礎)：18人
　・手話通訳者：8人
　・点訳：11人
　・朗読：8人

○手話奉仕員等派遣者数
　・手話奉仕員・通訳者：1,066人
　・要約筆記：79人（手書き），26名（パソコン）

○要約筆記者養成研修終了人数：22人
○盲ろう通訳介助員養成研修終了人数：16人

各奉仕員および通訳者養成研修や派遣など，ほぼ例
年通りの実績であり，視覚や聴覚等に障害のある方へ
のコミュニケーション支援を行うことができた。
新たに，市外への通訳者派遣を認め，より利用者の
ニーズに応じた派遣ができるよう体制を整備した。

奉仕員への関心を高め，受講者の意識の向上につな
がる取り組みを検討していくとともに，受講者と聴覚障
害者や現役通訳者との交流の機会を設け，奉仕員の
技術や活動意欲の向上を図る。
派遣については，利用者の増加やニーズの多様化に
対応していけるよう，派遣体制の確保を図っていく。

(3)

① 災害に備えた対策の推進

111
消防局総
務課
（予防課）

視覚障害のある方に対する防火防
災等災害対策広報用音声メディア
（テープ・ＣＤ）の配布

年1 回防火防災等災害対策広報用音声メディア（テー
プ・ＣＤ）を作成し，訪問防火指導時に配布する。

視覚障害のある方を対象に，音声による防火広報を
行った。

・テープ47本，CD124本の計171本を作成配布。

・視覚障害者15世帯に対しては予防課員が訪問防火
指導時に渡し，他156本については視覚障害者福祉協
会から対象世帯への配布を依頼した。

視覚障害のある方を対象に，音声による防火広報を
行った。
・テープ40本，ＣＤ130本の計170本を作成。

・視覚障がい者17世帯に対しては予防課員が訪問防
火指導時に配付し，他153本については視覚障害者協
会から各対象者世帯への配付を依頼した。

防火防災等災害対策広報用音声メディア（テープ・Ｃ
Ｄ）の内容は，平成28年中の火災件数や，放火をされ
ないポイント等など，防火・防災パンフレット等に沿った
ものとなっている。視覚障がい者に分かりやすく広報す
るために，テープ・ＣＤを作成・配布することにより，防
火防災普及啓発の向上と理解を図ることができた。

テープやＣＤによる防火防災の広報や情報提供を引き
続き実施していく。

112
健康福祉
局
社会課

◎ 災害時要援護者情報登録制度
本人からの申出により災害時要援護者として登録した
方に関する情報を町内会や民生委員等に提供すること
により，地域における取り組みを推進する。

・町内会をはじめとする地域団体等へ年４回（6月・9月・
12月・3月）災害時要援護者リストを配布。

・登録情報の管理や提供方法について，一部見直し実
施
①住基情報との照合により死亡・転居等の情報を反映
できるようシステム改修を行い，より正確な登録情報の
提供が可能になった。
②地域で名簿を管理しやすいよう，年1回全件リストを
提供することとした。

・在宅高齢者世帯調査，各種サービス手続きに合わ
せ，必要な方へ登録勧奨

・平成27年度末時点の登録者数：13,200人

・リスト提供先町内会数：1,146団体

・町内会をはじめとする地域団体等へ年４回（7月・10
月・1月・4月）災害時要援護者リストを配布。

・主体的に要援護者支援に取り組んでいる5つの団体
を取材し，実際の地域の取り組みを紹介する「取り組
み事例集」を作成した。

・システム改修により，登録時の住基情報流用機能及
びエラー出力機能の追加により，正確な登録情報の提
供が可能になった。

・在宅高齢者世帯調査，各種サービス手続きに合わ
せ，必要な方へ登録勧奨

・平成28年度末時点の登録者数：12,567人
・リスト提供先町内会数：1,192団体

・登録者総数は昨年より減少しているものの，在宅高
齢者世帯調査に合わせた登録勧奨や，各種福祉サー
ビス手続きに合わせた窓口での勧奨により，729人（う
ち障害者211人）が新規登録を行っており，一定の制度
周知が図られている。

・リストを受領している町内会は，昨年度よりも増加し，
全町内会の96％以上となっており，地域における支援
体制づくりが進められてきている。

・リスト未受領の町内会は5％以下まで減少している
が，町内会未加入マンションや町内会組織が設立され
ていない地域といった町内会空白地域への対応につ
いて今後検討していく必要がある。
・個々の要援護者の個別支援計画策定の状況につい
て把握できていないことから，アンケートを実施するこ
とで実情を把握し，的確に支援する必要がある。

② 災害時の支援体制の整備

113
健康福祉
局
総務課

◎ 福祉避難所の拡充・機能強化

介護など個々の対応が必要となるため，指定避難所で
の対応が困難な方の避難先となる福祉避難所につい
て，介護施設等との協定の締結を進め，数を増やすと
ともに，資機材や備蓄物資の充実を図る。

・食糧・飲料水の備蓄（指定管理施設）：3施設
・食糧・飲料水の備蓄補助（民間施設）：15施設
・防災行政用無線の設置：4施設
・協定締結施設：4施設

・食糧・飲料水の備蓄（指定管理施設）：14施設
・食糧・飲料水の備蓄補助（民間施設）：31施設
・防災行政用無線の設置：5施設
・協定締結施設：2施設

・障害福祉サービス事業所などの社会福祉施設と新規
協定を締結することができた。

・必要な物資等の備蓄や防災行政用無線の設置など，
福祉避難所を円滑に運営するための環境整備を推進
することができた。

・障害者の避難先の確保に向けて，障害者支援施設
等との協定締結を進めていく必要がある。

114
危機管理
室防災計
画課

◎
地域での災害時要援護者支援体制
の整備促進

「災害時要援護者避難支援プラン」の策定により，災害
時に援護を要する方々が安心して避難できるよう，地
域での支え合いによる取り組みを促進する。

地域向け手引き「災害に備える地域支え合いの手引き
―災害時要援護者支援の進め方」を作成・配布し，各
区町内会長研修会等で説明するとともに，本市ホーム
ページにも掲載し，取り組みの促進を図った。

・主体的に要援護者支援に取り組んでいる5つの団体
を取材し，実際の地域の取り組みを紹介する「取り組
み事例集」を作成した。
・平成27年度に作成した，地域向け手引き「災害に備え
る地域支え合いの手引き 」を用い，町内会，地区社会
福祉協議会が開催する研修会等で説明を行った。

地域向け手引きを用い，支援体制づくりの取り組みの
主体となる町内会，地区社会福祉協議会が開催する
研修会等で説明を行い，制度の周知と理解を進めるこ
とができた。

要援護者支援の取り組みについて課題を抱えている
地域に対して，事例集の活用等により支援を行う。ま
た，各地域の具体的な取り組み状況について，アン
ケート調査を実施して，現状把握に努め効果的な支援
について検討を行う。

震災を踏まえた災害対応の強化
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115
消防局総
務課
（管理課）

◎
災害時における情報提供体制の整
備促進

災害の発生時に障害のある方が迅速かつ正確に情報
を把握できるよう，災害に関する情報をインターネット
や電子メールなどで提供する。

平成27年9月から，土砂災害警戒情報，竜巻注意情
報，記録的短時間大雨情報について新たに情報を掲
載・配信した。

市内で発生した火災や救助，自然災害等で消防車両
が出動する情報，宮城県で震度3以上が観測された場
合の震度情報，仙台市東部及び仙台市西部に発表さ
れる気象警報等に関して情報提供を行った。

災害発生及び警報等の発表時から遅れることなく，迅
速に情報を提供することができた。

より多くの方に災害に関する情報を提供できるよう，今
後もサービスの周知に努める。

116
障害企画
課

☆ 障害者災害対策推進
災害時において障害者を支援する人的体制の整備促
進のため，障害者に対する避難，誘導等に対応できる
ボランティアの養成・研修を行う。

・災害時における専門ボランティア養成研修会の開催：
参加者：49人

・災害時専門ボランティア（手話，点訳，朗読，移動新）
の登録・更新：Ｈ27年度末登録者数152名

・災害時における専門ボランティア養成研修会の開催：
参加者：41人

・災害時専門ボランティア（手話，点訳，朗読，移動新）
の登録・更新：Ｈ28年度末登録者数126名

災害時における専門ボランティア養成研修会の開催等
により，災害時に専門ボランティアの意識の向上と迅
速に機能するための体制づくりを進めることができた。

専門ボランティアが災害時により円滑に機能できるよ
う，登録者数増加に関する取組みを検討する。

③ 災害時におけるサービス提供体制の確保

117
障害企画
課

事業継続計画（BCP）策定の普及・
啓発

災害発生時に障害福祉関係事業者が，迅速に対応
し，サービスの継続実施，またいち早くサービスを再開
できるよう，事業継続計画（BCP）の策定について普及
啓発する。

事業継続計画(BCP)の策定を促進する研修会を実施し
た。
・BCP研修（平成27年8月26日(木)）
　参加者：80人

事業継続計画(BCP)の策定を促進する研修会を実施し
た。
・BCP研修（平成28年8月24日(水)）
　参加者：92人

BCPの策定に関する研修を実施したことにより，事業
者等が計画策定への意識を持つきっかけづくりができ
た。

今後はより策定方法等実践に役立ち，また福祉施設に
特化した研修を行っていく必要がある。

118
障害者支
援課

◎
物資の備蓄や非常用発電設備の設
置

障害者福祉センターに自家発電設備等を配置，支援
物資を備蓄するなど，防災中核拠点として整備する。

・泉障害者福祉センター自家発電装置設
　計・工事等：25,975,240円

・泉障害者福祉センター防災備蓄倉庫・
　災害対応備品購入：1,628,584円

平成27年度までに全ての障害者福祉センターに自家
発電設備等を配備したため，平成27年度で事業完了。

（事業完了） （事業完了）

119
消防局総
務課
（管理課）

119番緊急通報の強化
聴覚・言語障害がある方による電子メールやFAXでの
119 番緊急通報の受付を行う。

・電子メール：0件
・FAX：1件

・電子メール：0件
・FAX：4件

視覚・聴覚障害のある方に対し，緊急通報受付の体制
を確保することができた。

今後も視覚・聴覚障害のある方に対する，緊急通報受
付体制の維持を図っていく。

120
障害者支
援課

☆ 重度身体障害者緊急通報システム
ひとり暮らしの重度身体障害のある方に通報装置を貸
与し，安全確保と不安解消を図る。

設置台数：56台（平成27年度末時点） 設置台数：57台（平成28年度末時点）

ひとり暮らしの在宅重度身体障害者に対し，民間警備
会社に通報できる機器を貸与し，緊急時の連絡手段を
確保することにより，日常生活の安全の確保と不安の
解消を図ることができた。

ひとり暮らしの障害者が自宅での生活を安心して継続
していけるよう，本制度の周知広報を通じ利用促進を
図る。

4
(1)

① 多様な就労の場の創出

121
障害者支
援課

☆ 施設等自主製品の販売促進

施設自主製品の販売促進を図る「障害者販売業務訓
練等事業」を行う社会福祉法人に補助金を交付するほ
か，授産製品の販売促進と障害のある方の社会参加
を図るため，区役所や市民広場等において展示販売
会を開催する（ふれあい製品販売）。

○障害者販売業務訓練等事業
　・訓練者数：4人
　・販売実績：5,527,317円

○ふれあい製品フェア（市民広場）
　・6回開催，延べ180施設参加

○ふれあい製品販売会
　・延べ786日開催，延べ1,315施設参加

○障害者販売業務訓練等事業
　・訓練者数：3人
　・販売実績：5,814,891円

○ふれあい製品フェア（市民広場）
　・6回開催，延べ160施設参加

○ふれあい製品販売会
　・延べ639日開催，延べ1,153施設参加

障害者販売業務訓練等事業における訓練者数の実績
は前年比1名減，販売実績は前年比287,574円の増で
あった。
青葉区役所での販売会が実施できなかったこと等によ
り，ふれあい製品販売会の実績は悪化したが，新たに
青葉の風テラスでの販売会を実施する等，障害者の社
会体験・就労訓練の場，ふれあい製品の販売の場の
確保に努めた。

・事業開始当初と比較して，就労移行支援及び就労継
続支援の事業所が市内に増加しており，障害者の就
労訓練の場が充実してきている状況にある。一方で，
授産製品（ふれあい製品）の販売促進は，障害者の多
様な就労環境の確保と経済的自立の促進を図る観点
から重要である。

・H29年度においては，H27年度から実施してきた「ふれ
あい製品フェアを盛り上げる会」の取組みを「福祉的就
労ステップアップ事業」の中で引き続き実施する。

122
障害者支
援課

障害者在宅就労の促進

障害のある方の在宅就労に関する総合的なサービス
拠点として，バーチャル工房「せんだい庵」を設置し，知
識や技術を習得するための講座の開催や企業からの
受注促進の取組み等を実施する。

障害のある方のためのITによる在宅就労訓練講座
・9講座，受講者数延べ32人

障害のある方のためのITによる在宅就労訓練講座
・9講座，受講者数延べ38人

本事業と関連してせんだい庵が行っている受注業務の
需要動向に応じて，適宜講座内容の見直しや組み換え
を行っており，受講後の受注を視野に入れたスキルの
習得が図られている。

障害のある方のためのITによる在宅就労訓練講座に
特化して事業を継続するが，新規受講者を開拓する必
要がある。

123
障害企画
課

知的障害者チャレンジオフィス

知的障害のある方を非常勤嘱託職員として雇用し，一
般就労へ向けた支援を行うとともに，障害程度や能力
に応じた適切な業務内容，業務量等の検討を行う。ま
た，その取組の成果を企業に紹介することにより，知的
障害のある方の雇用促進を図る。

・平成27年4月：3人採用
・平成27年10月：3人採用
　平成27年10月に1人一般就労。

・平成28年4月：3人採用
・平成28年10月：4人採用
　平成28年6月に4人一般就労。
　平成28年10月に2人一般就労。

一般就労に向け，知的障害者非常勤嘱託職員が様々
な経験を積むことができた。

チャレンジオフィス職員には，知的障害に加え，発達障
害を重複する職員も増えてきており，今後は障害特性
に応じた支援方法等をより一層検討していく必要があ
る。

就労や社会参加による生きがいづくり
多様な就労による生きがいづくり
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124

人事委員
会
事務局任
用課

身体障害のある方を対象とした仙台
市職員採用選考

身体障害のある方の雇用促進を図ることを目的とした
職員採用選考を実施する。

事務と学校事務の職種で選考を行った。

・申込者数
　事務：28人，学校事務：25人

・受験者数
　事務：25人，学校事務：23人

・最終合格者数
　事務：5人，学校事務：2人

事務と学校事務の職種で選考を行った。

・申込者数
　事務：22人，学校事務：18人

・受験者数
　事務：21人，学校事務：18人

・最終合格者数
　事務：4人，学校事務：1人

　選考を実施したことで，身体に障害のある方の就労
の場を創出することができた。

　選考の実施について，さらに多くの方が知ることがで
きるよう，広報活動に努める。
　また，多くの方が受験しやすい選考となるよう，受験
資格などについて任命権者とともに検討する。

② 就労促進に向けた普及啓発

125
障害者支
援課

障害者雇用促進貢献企業の表彰

障害のある方を積極的に雇用し，働きやすい職場環境
をつくる取組みを行う事業者に対し，市長より感謝状を
贈呈すると共に，その取組みを広く事業者や市民に紹
介し，障害のある方への理解の促進・雇用創出を図
る。

応募総数：3件
・医療法人泉整形外科病院，㈱かんぽ生命保険仙台
事務サービスセンター，㈱清月記の3社を表彰した。

応募総数：4件
・生活協働組合あいコープみやぎ，㈱ウジエスーパー，
鈴木工業㈱の3社を表彰した。

3事業所を表彰し，障害者雇用の実践例を広く，市民・
企業等に紹介し，障害のある方の雇用について理解啓
発が図られた。

法定雇用率の引き上げ等を背景とした障害者雇用に
ついての企業の関心の高まりを踏まえ，感謝状の贈呈
と合わせて行う企業の取組事例を紹介する雇用促進
フォーラムについて，企業の参加割合を高め，より多く
の企業に知ってもらう場とするため，経済団体を通じて
広報する等，企業への周知方法について工夫を行う。

126
障害者支
援課

◎
障害のある方の職業能力開発の促
進

障害のある方の職業的自立を支援するため，福祉・教
育・経済・労働等各分野が連携し，就労促進に向け，
企業及び障害のある方のニーズや一人ひとりの態様
に応じた職業訓練の推進を目的とした事業を実施す
る。

・雇用促進セミナー
　 5回開催
・雇用促進のためのホームページの運営

・雇用促進セミナー
　 5回開催
・雇用促進のためのホームページの運営

障害者の雇用促進に向け，障害種別ごとのセミナーを
開催する等，昨年度に引き続き，市民・企業等に対す
る理解啓発の強化を図った。

本市障害者就労支援センターと連携の上，雇用実績の
ある企業の見学会と組み合わせる等，ハード・ソフトの
両面から充実を図っていく。

127
市民局
市民生活
課

勤労者福祉ガイドブック等発行

勤労者・事業者に対し労働関係情報を広く周知するこ
とを目的として発行しているガイドブック等に，障害の
ある方の雇用促進のための法律や制度，問い合わせ
先を掲載し，制度利用の普及啓発を図る。

「働くみなさんのためのガイドブック」3,000部，「仙台仕
事探しガイドＭＡＰ」5,000部を発行。ハローワークや障
害者就労支援センター等，関係機関に配布を行った。

「働くみなさんのためのガイドブック」3,000部，「仙台仕
事探しガイドＭＡＰ」5,000部を発行。ハローワークや障
害者就労支援センター等，関係機関に配布を行った。

労働条件や支援体制の啓発活動を行うことができた。
昨年度と同様，ガイドブック等発行を通して，労働条件
や支援体制の啓発・広報を行っていく。

128
障害者支
援課

◎ 福祉的就労ステップアップ事業

授産製品の販売促進・販路拡大による福祉的就労の
充実等をはかるため，授産製品・役務を一元的に紹介
するホームページ等を活用した周知広報，施設職員が
企画提案・営業を行うために必要なスキル向上のため
の研修等を実施

・主な販路のひとつ「ふれあい製品フェア」を盛り上げる
ことを目的に事業所職員向けの検討会議の開催…4日
間
・ふれあい製品フェアの売り上げ向上を目的とした研修
会…4日間（検討会議と同時開催）
・ホームページ「ありすと仙台」の運営　訪問者数
65,781人（年間）

・主な販路のひとつ「ふれあい製品フェア」を盛り上げる
ことを目的に事業所職員向けの検討会議の開催…3日
間
・ふれあい製品フェアの売り上げ向上を目的とした研修
会…2日間（検討会議と同時開催）
・ホームページ「ありすと仙台」の運営　訪問者数
55,495人（年間）
・ふれあい製品フェアのロゴ・キャラクターのデザイン決
定，缶バッジ，会場に設置するのぼりの製作

「ふれあい製品フェア」をどのように盛り上げていくかに
ついて，検討会議においてグループワークを中心に検
討した。その結果，ふれあい製品フェアのロゴ・キャラ
クターのデザインを決定し，缶バッジ，会場に設置する
のぼりの製作に至った。また，売り場活性化に関する
研修会を開催したことにより，フェアにおける活気向上
に繋がった。

平成28年度開催した検討会議において，各回10～15
事業所の参加があったものだが，「ふれあい製品フェ
ア」は各回30程度参加があることを踏まえると，参加率
は高くないといえる。今後は参加向上に向けて働きか
けをしていく必要がある。
あわせて，ホームページ「ありすと仙台」の訪問者も伸
び悩んでいることから，ホームページの啓発活動も併
せて取り組んでいく。

129
障害者支
援課

障害者雇用促進事業
障害者を雇用しようとする企業と，就労しようとする障
害者のマッチングの精微化を目指し，障害者雇用を促
進する。

・対象事業所等
　企業：53社　就労移行支援事業所：18事業所
・訪問回数：延べ211回
・採用者19名

雇用未経験企業へ訪問し，業務の切り出し，環境調整
の提案を実施したり，就労移行支援事業所に訪問し，
アセスメントの実施，訓練プログラムの提案等と行い，
事業所と企業とを結びつける取り組みを実施すること
により職場開拓ができた。

・就労しようとする障害者本人により合った雇用を創出
し，企業にとっての雇用機会の拡大と障害者の定着率
の向上を目指す。

(2)

① 就労支援ネットワークの推進

130
障害者支
援課

障害者就労支援センター運営
障害のある方の就労に関する相談，援助，啓発等を行
うことにより，障害のある方の就労を総合的に支援し，
雇用促進及びその職業の安定を図る。

・支援対象者：517人
　（身体86人，知的137人，精神217人，
　その他77人）
・相談件数（延べ）：12,414件
・新規就労者数：25人

・支援対象者：616人
　（身体84人，知的180人，精神242人，
　その他110人）
・相談件数（延べ）：14,589件
・新規就労者数：47人

・相談については，昨年に続き企業からの相談が高い
水準で推移し，職場訪問の件数が伸びている。
・定着支援の取組みもあり，離職者数が減少している。
・企業と就労移行支援事業所とを結びつける見学会等
の取り組みにおいて，職場開拓につなげることができ
た。

法定雇用率の引き上げ等を背景とした障害者雇用に
ついての企業の関心の高まりや，精神障害者の就職
件数の増加傾向を踏まえ，企業の理解を高め，より効
果的に障害者雇用に結び付けるための企業支援の充
実や職場定着に向けた就労継続への支援の強化に取
り組んでいく。

障害者就労支援体制の充実
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131
障害者支
援課

就労支援連絡会議の開催

障害者就労支援センターにおいて，就労支援に携わる
関係機関とともに，発達障害，高次脳機能障害，視覚
障害のある方等の就労支援に関する連絡会議を開催
する。

・就労移行支援事業所連絡会議
　　3回開催

・障害者就労支援連絡会議
　　3回開催

・就労移行支援事業所連絡会議
　　3回開催

就労移行支援事業所への支援を重点的に行い，市全
体の就労支援スキルの向上と連携体制の強化を進め
た。

引き続き就労移行支援事業所等の支援スキルを高め
る取り組みや移行支援事業所と企業とを結びつける企
画を推進していく。

② 個別ニーズに対応できる支援体制の整備

132
障害者支
援課

☆ 精神障害のある方の社会適応訓練

協力事業所（委託）において，精神障害のある方が一
定期間生活指導や訓練を受けることにより，集中力，
環境適応能力等を養い，社会復帰，経済活動への参
加を促進する。

・登録事業所数：60事業所
・訓練実施事業所：2事業所
・訓練実施者：2人

・登録事業所数：60事業所
・訓練実施事業所：1事業所
・訓練実施者：2人

訓練利用者のニーズに即した訓練先事業所との適切
なマッチングを行い，効果的な訓練を行った。また，就
労支援センターが本事業の窓口として関係機関との連
携調整を行うことにより支援力の向上に結び付いた。

本事業は平成29年3月末をもって廃止となった。

133
障害者支
援課

知的障害のある方の職場実習訓練

協力事業所（委託）において，知的障害のある方が一
定期間生活指導や技能習得訓練等を受けることによ
り，社会生活や就職に必要な能力と就職に必要な素地
を身につけ，雇用の促進と職場における定着性を高め
る。

・登録事業所数：39事業所
・訓練実施事業所：0事業所
・訓練実施者：0人

・登録事業所数：39事業所
・訓練実施事業所：0事業所
・訓練実施者：0人

登録事業所数，訓練実施者ともに0で前年度と変化は
ない。企業側の本事業への理解は定着しているといえ
るが，利用者はいない状態である。

本事業は平成29年3月末をもって廃止となった。

134
障害者総
合支援セ
ンター

中途視覚障害者就労支援促進
中途視覚障害者支援センターにおいて中途視覚障害
者に対して歩行訓練，パソコン訓練等の就労支援を実
施する。

（整理番号20の再掲）
○職業リハビリテーション
・利用者実人員:12人
・訓練延回数:241回
・進路状況：就職4人，就労継続3人，
　　　　　　　 他機関利用3人，求職中1人，
　　　　　　　 休職中1人

(整理番号20の再掲）
○職業リハビリテーション
・利用者実人員：20人
・訓練延回数：167回
・進路状況：就職4人，就労継続9人，求職中4人，休職
中1人，その他2人
・視覚障害者就労促進事業実施（視覚障害者就労促
進フォーラム，視覚障害者就労支援者研究会）

職業リハビリテーションによって，就労継続や新たに就
職する等の一定の成果がみられている。28年度の取り
組みとして，視覚障害者の就労に関する情報が少ない
関係者（視覚障害当事者，企業関係者，就労支援者
等）を対象とした啓蒙のためのフォーラム，職業訓練充
実のための指導者研修会を実施することができた。

既存の就労支援機関と連携協働の強化を図ると共に，
民間事業者に対する普及啓発を行うことにより雇用の
継続と新たな確保が必要である。

(3)

① スポーツ・レクリエーション活動の促進

135
障害企画
課

☆
多様に選択できるスポーツ活動の参
加機会の拡大

障害のある方のスポーツの振興を目的に，スポーツ教
室，大会を開催すると共に，大会派遣への支援等を実
施する。

・スポーツ教室
　20種目，22回開催，参加者数：1,093人

・スポーツ大会
  10種目，11大会開催，参加者数：1,127人

・全国障害者スポーツ大会
　派遣者数74人

・その他大会
　派遣者数130人

・スポーツ教室
　22種目，22回開催，参加者数：1,317人

・スポーツ大会
  9種目，9大会開催，参加者数：973人

・全国障害者スポーツ大会
　派遣者数74人

・その他大会
　派遣者数160人

・スポーツ教室への参加により，障害のある方がス
ポーツの楽しさを実感し，体力の維持・増進を図る動き
が広がってきている。

・スポーツ大会の開催についても，互いに競い合う喜び
を実感しながら，障害のない人にとっても障害に対する
理解を深める交流する機会となっている。

障害のある方だけでなく，多くの方々が障害に対する
理解を深め，心のバリアフリーを具現化していくととも
に，各事業内容に一層の工夫をして行く。

136
障害企画
課

各種レクリエーション活動の推進
障害のある方の社会参加促進や相互交流を図るた
め，各種レクリエーション教室を開催する。

レクリエーション教室開催事業
・身体　開催回数：3回，参加者数：254人
・知的　開催回数：67回，参加者数：1,307人
・精神　開催回数：4回，参加者数：134人
・3障害　開催回数：3回，参加者数：129人

レクリエーション教室開催事業
・身体　開催回数：2回，参加者数：71人
・知的　開催回数：65回，参加者数：1,273人
・精神　開催回数：4回，参加者数：80人
・3障害　開催回数：3回，参加者数：100人

レクリエーション活動を通じて，戸外活動や障害者同士
の交流の機会を設けることができた。

障害者のニーズに合わせた教室開催していくために，
質的な調査が必要と考える。

137
障害企画
課

障害のある方の生活訓練
身体障害のある方の健康管理や社会生活に役立つ知
識・能力の習得を目的に，各種研修等を実施する。

生活訓練等事業
（合計利用者数540人）
・視覚障害のある方の社会生活教室
　8回開催，延べ参加者：74人
・中途失聴・難聴の方の生活訓練
　6回開催，延べ参加者：66人
・聴覚障害のある方の社会生活教室
　8回開催，延べ参加者：200人
・障害者健康指導教室
　16回開催，延べ参加者：200人

生活訓練等事業
（合計利用者数486人）
・視覚障害のある方の社会生活教室
　8回開催，延べ参加者：91人
・中途失聴・難聴の方の生活訓練
　6回開催，延べ参加者：66人
・聴覚障害のある方の社会生活教室
　8回開催，延べ参加者：169人
・障害者健康指導教室
　16回開催，延べ参加者：160人

障害のある方の健康意識の高まりから，運動できる教
室や疾患・体の仕組みに関する教室が好評であった。

座学と実技を交えた研修では，実技の時間がもっと欲
しいという要望があったため，障害のある方の意見を
取り入れ，よりニーズに合致した研修プログラムを提供
し，日常生活能力の改善や生活文化の向上を図る。

138
障害企画
課

仙台市スポーツ施設使用料減免
障害のある方がスポーツ施設を利用する際の使用料
を減免し，スポーツ，レクリエーション活動の機会を拡
大する。

身体障害者手帳，療育手帳，精神障害者保健福祉手
帳をお持ちの方などを対象に，市営スポーツ施設の使
用料の半額または全額減免を行った。
・減免利用延人数：98,581人
　　団体利用数：767団体（29,899人）
　　個人利用者数：68,682人

※一部の施設で障害者の運動教室等の人数を含めて
いなかったため，今回から含めた人数とした。

身体障害者手帳，療育手帳，精神障害者保健福祉手
帳をお持ちの方などを対象に，市営スポーツ施設の使
用料の半額または全額減免を行った。
・減免利用延人数：117,511人
　　団体利用数：371団体（14,246人）
　　個人利用者数：103,265人

スポーツ・レクリエーション活動への参加機会の拡大，
および障害のある方の生活・活動の拡充につながっ
た。

利用者の増加を図るため，更なる事業周知を検討して
いく。

スポーツ・文化・芸術活動への支援
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② 文化・芸術活動の促進

139
障害企画
課

文化・芸術活動の振興

障害のある方の文化・芸術活動の振興を目的に「仙台
市障害者による書道・写真・絵画コンテスト」の開催や
障害のある方の芸術作品等の紹介や相互の交流を図
る紙上交流誌「わっか」の発行等を実施する。

障害者による書道・写真・絵画コンテストを開催し，入
賞作品については全国コンテストに推薦するほか，「ウ
エルフェアアート展」として市内障害者福祉センター等
に展示した。

○障害者による書道・写真・絵画コンテストの実施
　応募作品数：書道の部 85点，写真の部 27点，絵画
の部 52点

○写真，書道，絵画教室等：参加者112人
　上記コンテストへの応募を目標とした教室の実施

○ウエルフェアアート展
　障害者週間の間，市内障害者福祉センター等で入賞
作品の展示した。
○紙上交流誌「わっか」の発行を行った。
　　発行回数：1回

障害者による書道・写真・絵画コンテストを開催し，入
賞作品については全国コンテストに推薦するほか，「ウ
エルフェアアート展」として市内障害者福祉センター等
に展示した。

○障害者による書道・写真・絵画コンテストの実施
　応募作品数：書道の部67点，写真の部27点，絵画の
部 32点

○写真，書道，絵画教室等：参加者86人
　上記コンテストへの応募を目標とした教室の実施

○ウエルフェアアート展
　障害者週間の間，市内障害者福祉センター等で入賞
作品の展示した。
○紙上交流誌「わっか」の発行を行った。
　　発行回数：1回

仮説住宅に入居されている東日本大震災の被災者へ
の周知を行った。また，「仙台市障害者による書道・写
真・絵画コンテスト」に向け，創意意欲を高めるための
写真や絵画などを内容とした教室を開催した。写真や
スケッチの初心者から経験者まで幅広く楽しめるように
配慮した。

３障害を対象としているため，民間・団体とも協力・連携
を図りながら，きめ細かい対応ができるように引き続き
配慮する。

140
障害企画
課

☆ 障害のある方の国際交流

障害のある方が海外の障害のある方と交流・親睦を深
めることを目的に行われる事業について，補助金を交
付する。
（仙台市障害者国際交流事業補助金）

社会福祉法人仙台障害者福祉協会の以下の国際交
流事業（1件）に対し補助金を支出した。
・社団法人光州障碍人総連合会7名が来仙し，仙台市
内の障害者支援施設や復興状況等の視察研修，仙台
市役所の訪問等を実施（平成27年5月15日～18日）

社会福祉法人仙台障害者福祉協会の以下の国際交
流事業（2件）に対し補助金を支出した。
・本市の障害者や障害福祉関係者14名が台南市体育
総会身心障害運動委員会を訪問し，両市の障害者施
策の意見交換等を行った。
（平成28年5月1日～5日）
・光州広域市交流訪問団26名が来仙し，仙台市内の障
害者支援施設や復興状況等の視察研修，仙台市役所
の訪問等を実施した。（平成28年8月5日～8日）

視察研修や交流会等を通じ，障害者福祉のあり方や
障害者施策について情報交換し，一層理解を深めるこ
とができた。

今後も，より多くの障害のある方に海外の障害者施策
を見聞し，海外の障害者等と交流し国際親善を深め，
国際的な視野から本市の障害者福祉等の発展に寄与
するよう，事業を管理・実施していく。

141
障害企画
課

☆ 各種障害者団体助成
障害児者の芸術・文化活動振興及び市民の障害福祉
への理解啓発の促進のため，障害者福祉団体が行う
イベント等の開催経費を助成する。

各種障害福祉団体助成事業
・交付団体：3団体

各種障害福祉団体助成事業
・交付団体：3団体

障害児（者）が芸術・文化活動により発表を行うことで，
社会参加の推進につなげることが出来た。また，障害
の有無に関わらず多くの市民が参加しており，団体助
成を通して，障害に対する市民理解の促進を図ること
ができた。

より多くの障害者団体による芸術・文化活動振興や障
害理解促進イベント等が開催されるよう，効果的な事
業展開について検討を進めていくともに，助成金によら
ない団体の自立支援のあり方について検討していく。

(4)

① 当事者活動の推進

142
障害者支
援課

セルフヘルプグループ(障害のある
方の自助グループ)の支援

セルフヘルプグループの立ち上げや運営に関する相
談等，グループの育成への支援を実施する。

セルフヘルプ育成支援（通年）
・当事者活動団体：4団体

セルフヘルプ育成支援（通年）
・当事者活動団体：3団体

○セルフヘルプグループは精神障害当事者間の相互
支援として有効とされており，本市としては今後も積極
的にその活動を幅広く支援することが重要である。

○精神障害者のセルフヘルプグループは，運営基盤
や活動基盤がぜい弱なことが多く，よい活動でも持続
しないことがしばしばみられる。
○活動持続のための支援手法について，委託先の仙
精連と協議する。

143
障害者支
援課

ピアカウンセリング事業 （精神障害
のある方同士のカウンセリング）

精神障害のある方が自身の問題解決能力を高め，社
会参加と自立を促進するために，ピアカウンセリングを
学び実践する機会を提供する。
また，当事者活動のリーダーの育成を図る。

・ピアカウンセリング集いの場
　年3回開催，参加延人数：39人

・ピアトークショー
　年1回開催，聴講者数：30人
　シンポジウム「みんなで考えるピア活動の今」

・ピアカウンセリング集いの場
　年3回開催，参加延人数：31人

・ピアトークショー
　年1回開催，聴講者数：30人
　シンポジウム「ピア同士こんな時どうする？？」

○参加者の低迷や，企画内容のマンネリ化が目立って
きている。近年，ピアスタッフとして，「精神障害の体験
を対人援助に活用する」ことの意義が認識されてきて
おり，改めて，ピアカウンセリング事業の実施内容の整
理等が必要である。

○現在ピアカウンセリング事業の中で取り組まれてい
る内容（仲間づくり，情報共有，カウンセリング技法の
学習）を整理する。
○事業実施の内容について，委託先の仙精連と協議
する。

144
障害企画
課

本人活動の支援
知的障害のある方の社会参加と自己実現を図るため，
自ら話し合い，計画したボランティア活動や交流会等
活動を支援する。

本人活動支援事業
・16回実施，延べ参加者数：349人
　登録者数：47人

本人活動支援事業
・16回実施，延べ参加者数：333人
　登録者数：47人

本人活動支援については，ベテランの方と経験の浅い
方が協力し，支援者ではなく本人を中心とした事業運
営が定着してきているため，参加者数は横ばいであ
る。

福祉まつりウエルフェア等の他の事業との連携を図り
ながら，活動の場を広げる。また，出来るだけ多くの方
が参加できるよう，業務内容や受講者決定の工夫等を
行う。

② 社会的活動への参加促進

145
障害企画
課

障害者ボランティア活動の支援

精神障害のある方の社会参加と自己実現を図るため，
精神障害のある方の社会復帰に関する活動について
の情報提供及び障害のある方等に対するボランティア
活動を支援する。

・精神保健福祉に従事する職員を対象に，精神障害の
ある方の援助技術の向上や業務に係る知識，情報の
習得を目的としたスキルアップ研修を実施した。
・日頃支援を受けることが多いと考えられる当事者や
家族のボランティア活動への参加支援を実施した。

・精神保健福祉に従事する職員を対象に，精神障害の
ある方の援助技術の向上や業務に係る知識，情報の
習得を目的としたスキルアップ研修を実施した。
　スキルアップ研修4回実施，延べ参加者人数：108人

・日頃支援を受けることが多いと考えられる当事者や
家族のボランティア活動への参加支援を実施した。

精神保健福祉スキルアップ研修では，工賃アップの取
り組みや認知症の対応など，施設が抱える課題にあっ
た研修を４回実施し，多くの施設職員等が参加した。グ
ループワークを中心に，実践的な内容とした。

支援者や精神障害のある方の意見を取り入れ，より
ニーズの高い内容の講座を実施していく。また，普段
運動する機会の少ない障害のある方が運動するきっ
かけや健康づくりの啓発となるようなレクリエーションす
る。

障害者自身による主体的な社会的活動支援
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146
障害企画
課

審議会等への障害のある方の参画
推進

障害者施策推進協議会，障害者自立支援協議会，精
神保健福祉審議会等の委員として障害のある方を委
嘱し，市政への参画を推進する。

障害のある方の委員数19人
・障害者施策推進協議会
　　 12委員／32委員
・障害者自立支援協議会
　　 4委員／17委員
・精神保健福祉審議会
　　 3委員／20委員

障害のある方の委員数19人
・障害者施策推進協議会
　　 4委員／20委員
・障害者自立支援協議会
　　 4委員／17委員
・精神保健福祉審議会
　　 3委員／20委員

障害者施策推進協議会においては，条例の策定にお
いて臨時委員として委嘱されていた方がいたが，平成
28年度からは委員から外れているために，障害のある
方で委員として委嘱されている方が減少している。

引き続き，審議会等への障害のある方の参画を推進
するとともに，障害特性を踏まえた審議会の運営方法
等を工夫し，より多様な障害種別の当事者委員の委嘱
が可能となるよう検討していく。

147
保護自立
支援課

精神障害のある方の社会参加に関
する個別支援プログラムの実施

生活保護を受給している在宅の精神障害のある方のう
ち，福祉事務所が選定した方について，生活の支援や
社会参加に向けた支援を計画的に行う。

プログラムの枠組みにとらわれず，通常のケースワー
クにおいて個々の課題に応じた援助方針を樹立し，個
別支援を実施した。

プログラムの枠組みにとらわれず，通常のケースワー
クにおいて個々の課題に応じた援助方針を樹立し，個
別支援を実施した。

本プログラム策定の趣旨や目的に沿った個別支援は，
各区保護課において十分に取り組まれている。

精神障害のある方が安心して生活することができ，社
会参加が進むよう，地域の社会資源を活用しながら，
関係機関と連携して支援していく。

5
(1)

① 障害福祉サービス提供体制の整備

148
障害者支
援課

自立支援法に基づく介護給付・訓練
等給付事業（第4期障害福祉計画）

自宅等で受けられる訪問系サービス，障害福祉サービ
ス事業所等へ通所する日中活動系サービス，グループ
ホーム等の居住系サービスの安定的な提供を推進す
る。

第4期仙台市障害福祉計画
平成27年度実績参照。

第4期仙台市障害福祉計画
平成28年度実績参照。

新規事業所の指定等により，障害のある方が利用でき
るサービスの供給量は全体的に増加した。

サービス間で供給量に不均衡があるため，周知広報等
を通じ，より利用者のニーズに沿ったサービス供給を
図る。
一方で，供給されるサービスの質の向上も必要であ
り，適切な事業者指導等を通じて全体的な底上げを図
る。

149
障害者支
援課

☆
重度重複障害者等受入運営費の補
助

重度重複障害のある方等を受け入れている知的障害
者通所施設に，支援員配置のための補助金を交付す
る。
（重度重複障害者１名につき月39千円の補助を実施。
（人員配置体制加算Ⅰ型を算定する場合は，20千円））

・市内・市外46施設，548人
・231,803千円

・市内・市外48施設，559人
・228,445千円

重い障害のある方を受け入れ，手厚い支援体制を取っ
ている事業所に対して補助金を交付することで，重い
障害のある方の日中活動の場を提供することができ
た。

対象者の増加により予算増大は避けられない状況で
ある。持続可能な制度とするため，国の制度設計や報
酬改訂状況などを勘案しながら，対象事業の絞込みや
補助基準額の細分化等，制度の見直しを検討してい
く。

150
障害者総
合支援セ
ンター

身体障害者(児)補装具費の支給
補装具の処方や適合判定を実施し，障害の状況に
合った適正な補装具を支給する。

補装具判定件数：1,008件（実件数）
・視覚：1件
・聴覚：267件
・肢体不自由：737件
・難病（身体障害者手帳なし）：3件

補装具判定件数：　1083件（実件数）
・視覚：　　1件
・聴覚：　307　件
・肢体不自由：　764　　　件
・難病（身体障害者手帳なし）：　11件

身体機能を補完または代替するために必要な補装具
費を適正に支給することができた。

引き続き，適正な補装具の判定を実施する。
平成30年度の法改正に合わせ，借受け制度(仮）に対
応できるよう準備する。

151
障害者支
援課

障害者小規模地域活動センター運
営費の補助

障害のある方が通所し，創作活動や生産活動を通し
て，作業指導や生活指導，さらには社会参加訓練等の
地域的な支援を行う施設に対して，運営費を補助す
る。

仙台市障害者小規模地域活動センター運営費補助金
○心身
 ・5事業所　　42,703千円
 ・補助額　　　42,735千円　執行率99.9％

○精神
 ・14事業所　188,061千円
 ・補助額　　　191,177千円　執行率98.4％

仙台市障害者小規模地域活動センター運営費補助金
○心身
 ・5事業所　　43,884千円
 ・補助額　　　50,824千円　執行率86.3％

○精神
 ・14事業所　185,534千円
 ・補助額　　　191,125千円　執行率97.1％

知的・身体障害者施設，精神障害者施設，計19施設に
対して補助金を交付し，生産活動や社会参加訓練等を
通して，障害のある方の日中活動のサポートに役立っ
た。

給付費事業への移行が可能な施設については，事業
の充実を図る観点から，積極的に移行を促している
が，収支的に事業継続が困難になると思われる施設が
多い。今後も利用者確保の方策などを共に検討しなが
ら，移行に向けた取り組みを継続する。

152
障害者支
援課

☆ 障害福祉サービス事業所の整備
障害者とその家族が安心して地域生活を送ることがで
きるよう，生活介護等のサービスを提供する施設を整
備する社会福祉法人に対し，補助を行う。

宮城野区での障害福祉サービス事業所（生活介護）の
整備として，事業選定をした。平成28年度末に事業完
了予定。

宮城野区において整備を進めていた障害福祉サービ
ス事業所｢障害者日中活動支援施設　あいむ鶴ケ谷｣
（生活介護）が，平成29年3月に竣工した。

重い障害のある方の日中活動の場を拡充し，特別支
援学校の卒業生の受入れ先の確保に向け，宮城野区
での生活介護事業所の整備を行うことができた。

提供する市有地の確保が難しい状況ではあるが，引き
続き重い障害のある方の日中活動の場を拡充する必
要があるため，民間の施設整備状況を調査しながら，
隔年で1箇所ずつ事業誘導による生活介護事業所の
整備に努める必要がある。

153
北部発達
相談支援
センター

◎
要医療的ケア障害者対応型グルー
プホーム運営費補助

医療的ケアが必要な障害者が，住み慣れた地域で生
活していくことができるようグループホームの運営費を
補助する。

H26.10～事業開始し2年目。医療的ケアを必要とする
重症心身障害者1名についてグループホームでの生活
が確保された。

○決定額　6,170,000円
　　内訳　看護師配置費　6,120,000円
　　　　　　研修費　50,000円

○確定額　6,140,000円
　　 内訳　看護師配置費 　6,120,000円
　　　　　　 研修費　20,000円
               戻入額   30,000円

H26.10～事業開始し3年目。医療的ケアを必要とする
重症心身障害者1名についてグループホームでの生活
が確保された。

○決定額　6,220,000円
　　内訳　看護師配置費　6,120,000円
　　　　　　研修費　100,000円

○確定額　4,039,416円
　　 内訳　看護師配置費 　4,029,416円
　　　　　　 研修費　10,000円
               戻入額  　2,180,584円

平成27年度実績に比して看護師人件費が大幅に減少
した。平成27年度は実質的な開始年度（平成26年度は
体験利用のため）であり，手厚い体制でのケアが必要
だったため。開始から平成28年度までで非医療職で医
療的ケア実施可能な職員が7名となったこともあり，安
定した運営が可能となった。

今後の事業拡大が課題。対象となる法人だけではない
が，福祉分野に就労する人材が不足しており，支援体
制の確保が難しい。昨年度に引き続き候補となる法人
への声がけを行う。また，支援体制を整備するために
普及啓発・人材養成等の取り組みを実施していく。

② 地域生活を支える各種サービスの提供

154
障害者支
援課

地域生活支援事業等各種事業
（第4期障害福祉計画）

相談支援や円滑な外出のための移動支援をはじめ，
一人ひとりに合った多様なサービスの提供を推進す
る。

第4期仙台市障害福祉計画
平成27年度実績参照。

第4期仙台市障害福祉計画
平成28年度実績参照

移動支援の利用者数は着実に増加しており，障害者
の移動に係る支援に資することができた。

移動支援については，障害者の外出及び社会参加等
が積極的に行えるよう，制度の周知に今後も務める。

155
障害者支
援課

障害のある方への配食サービス事
業

食事を用意することが困難な在宅のひとり暮らしの障
害のある方に，最大１日１回，昼食又は夕食を定期的
に届ける。

利用者数：120人（平成27年度末時点） 利用者数：134人（平成28年度末時点）
食事を用意することが困難な障害者の栄養状態を向
上させ，地域において自立した生活を維持することに
資することができた。

事業の周知広報を通じたサービスの利用促進に努め
る。

 サービスの充実と質の向上
サービスを選択できる環境の整備

23 / 25 ページ



方
針

整
理
番
号

Ｈ29
担当課

重点プ
ロジェ
クト
（◎）

モニタ
リング
対象市
単独事
業（☆）

事業名 事業概要 平成27年度実績 平成28年度実績 平成28年度実績に対する評価 課題と今後の方向性

仙台市障害者保健福祉計画・第4期仙台市障害福祉計画　掲載事業　実施状況 参考資料４ 

156
障害者支
援課

障害者福祉センター運営管理

障害者福祉センターにおいて自立訓練や生活介護事
業を多機能型で運営するとともに，講習会，会報発行，
貸館等を実施する。
また，災害時には福祉避難所の開設運営を担うことか
ら，福祉避難所の体制づくり，定期的に避難訓練を行
なう。
さらに，障害者福祉の地域拠点機能を担う。

・自立訓練（機能訓練・生活訓練）事業，
　生活介護事業の実施
・貸館事業，各種講習会・イベントの開催
・福祉避難所の体制づくり

・自立訓練（機能訓練・生活訓練）事業，
　生活介護事業の実施
・貸館事業，各種講習会・イベントの開催
・福祉避難所の体制づくり

　自立訓練や生活介護事業といった障害福祉サービス
の提供のみならず，キャップハンディ体験やおまつり
等，各種講習会やイベントの開催を通じて，障害者福
祉の普及啓発にも取り組むなど，地域の障害者福祉の
拠点施設としての役割を果たした。

より快適なサービス利用を目指し，接遇面の更なる向
上やわかりやすい情報提供に取り組むとともに，必要
に応じて地域に出向いての講習会を開催する。また，
福祉避難所の体制づくりに向け，地域とのつながりをよ
り強化する取組を推進する。

157
障害企画
課

高額障害福祉サービス等給付費の
給付

障害福祉サービス，補装具，介護保険，児童福祉法に
基づく給付の自己負担額が基準額を超える場合に当
該額を償還する。

・件数：1,078件
・支給額：4,020千円

・件数：1,107件
・支給額：4,848千円

各制度を併せて利用している障害者や，複数の利用者
がいる世帯等について，経済的負担が軽減されること
により，必要なサービスを活用した支援が実現できて
いる。

支給については該当者からの申請によるため，引き続
き対象者の把握および申請勧奨による案内を行う。ま
た，平成30年の法改正に向けて改正内容詳細の確認
及びその内容の申請勧奨事務への反映等の準備を進
める。

158
環境局
家庭ごみ
減量課

一般廃棄物処理手数料の減免（スト
マ装具・紙おむつ等支給者への家庭
ごみ指定袋の配付）

在宅重度障害者（児）日常生活用具給付事業において
ストマ装具・紙おむつ等を支給されている方に減免相
当分として家庭ごみ指定袋（中サイズ）50 枚を配付す
る。

・在宅重度障害者（児）日常生活用具給付事業におい
てストマ装具または紙おむつ等の支給を受ける方（18
歳未満の方についてはその保護者）を対象としている。

・申請に基づき1,431人の方に家庭ごみ指定袋を配付し
た。

・在宅重度障害者（児）日常生活用具給付事業におい
てストマ装具または紙おむつ等の支給を受ける方（18
歳未満の方についてはその保護者）を対象としている。

・申請に基づき1,505人の方に家庭ごみ指定袋を配付し
た。

申請後概ね１ヶ月程度で発送できており，ごみ袋有料
化に伴う費用負担を軽減することに貢献できた。

各関係部署と協力しながら制度の周知を行うとともに，
支給率の向上に努める。

③ サービスの質の維持向上を図る指導

159
障害者支
援課

苦情解決体制や第三者評価事業体
制の周知

施設等において障害のある方に対する権利侵害がお
きないよう，福祉サービスの苦情解決体制や第三者評
価事業制度の周知を行う。

全ての事業所に苦情解決体制の運営状況について照
会をすることにより，苦情解決体制の制度周知と運営
状況の確認とを行うとともに，実地検査の際には，制度
の運用状況についての確認を行った。

全ての事業所に苦情解決体制の運営状況について照
会をすることにより，苦情解決体制の制度周知と運営
状況の確認とを行うとともに，実地検査の際には，制度
の運用状況についての確認を行った。

事業所に対する実地指導においても，苦情の受付及
び解決に取り組む状況が確認できたことから，サービ
スの質の維持向上につなげることができた。

今後も集団指導，実地指導などの場において，事業所
に対して苦情解決体制や第三者評価事業体制の周知
徹底に努めていく。

160
障害者支
援課

指導監査の推進
本市が実施する施設監査等を通して利用者の処遇向
上等を図る。

○実地指導・監査
・障害者支援施設：7箇所
・児童発達支援センター・医療型障害児入
　所施設：4箇所
・地域活動支援センター・地域活動推進セ
　ンター・福祉ホーム：8箇所
・障害者相談支援事業所：33箇所
・障害福祉サービス事業所：88箇所

○集団指導
・平成28年2月22日開催：233事業所

○実地指導・監査
・障害者支援施設：7箇所
・児童発達支援センター・医療型障害児入
　所施設：4箇所
・地域活動支援センター・地域活動推進セ
　ンター・福祉ホーム：7箇所
・障害福祉サービス事業所：108箇所

○集団指導
・平成29年3月14日開催：279事業所

人員，設備，運営及び報酬請求の基準に基づき指導・
監査を行い，障害福祉施設の適切な事業運営に向け
て，改善を促すことができた。

障害福祉サービスの質の確保・向上及び自立支援給
付の適正化を図るため，引き続き実地検査を中心とし
た指導・監査に努めていく。
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(2)
① 障害福祉に従事する人材育成・研修の充実

② ボランティアなど地域で支える担い手の確保

162 社会課
仙台市ボランティアセンターによる各
種専門研修等

ボランティアに必要な知識や技術の研修機会を提供
し，ボランティアを発掘・育成するとともに，ボランティア
要請と派遣のマッチングやアドバイス等の支援を行う。
また，キャップハンディ体験(障害者理解)のための教材
の貸し出しを行う。

・地域のボランティア育成講座（各区・支部実施）9講
座，延べ427人参加
・ボランティア相談：3,940件
・ボランティア情報誌「にこボラ」の発行（1回／月　400
部　）
・キャップハンディ体験：59回　受講者4,947人

・地域のボランティア育成講座（各区・支部実施）14講
座，延べ610人参加
・ボランティア相談：3,570件
・ボランティア情報誌「にこボラ」の発行（1回／月　400
部）
・キャップハンディ体験：54回　受講者5,531人
・シニアボランティア育成2講座，36人参加

・従前の事業を継続しつつ，新たにシニアボランティア
育成講座を開催し，一部はグループ化し，老人福祉セ
ンター内のボランティア活動に取り組み，継続した活動
へ繋ぐことができた。概ね28年度の目標は達成でき
た。

・今後も引き続き，ボランティア相談支援に取り組んで
いく。
・センターで来所する方を待つだけでなく，アウトリーチ
型のボランティアに関する相談支援や研修実施などの
検討。

【障害企画課・障害者支援課】
複雑化・多様化する障害者支援に適切に対応できる人
材等を育成していくため，研修会等の内容の充実を
図っていく。

【ウェルポート】
今後も支援者の人材育成のための研修の充実を図っ
ていく。また，支援者が経験年数や関心のある領域に
合わせて研修を受けることができるよう，研修の体系
化を図っていく。

【はあとぽーと】
今後も対象者からの意見を反映し，より対象のニーズ
にあった研修を企画する。

【アーチル】
平成28年度実績と同程度の内容回数は確保する。
・それぞれの研修会内容については，常態化しないよ
う，検討していく必要がある。
・そのときどきのトピックスや関係機関のニーズ等を確
認し，イレギュラーなテーマについても追加実施する。
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各種研修等の実施
４つの専門相談機関や相談支援事業所，就労支援セ
ンター等関係機関との連携による研修や調査，研究を
実施する。

1）障害保健福祉新任職員研修会
　2回開催
　（再掲　整理番号112）
2）障害福祉サービス事業所向けBCP研修
　1回開催，80人参加
　（再掲　整理番号119）
3）「福祉的就労ステップアップ事業」による
　研修会
　4回開催，51人参加
　（再掲　整理番号130）
4)障害者ケアマネジメント従事者養成研修
　4回開催，153人参加
　（再掲　整理番号27）
5)高次脳機能障害支援者研修
　2回開催，計110人参加
　（再掲　整理番号59）
6)呼吸リハビリテーション支援者研修会
   1回開催，55人参加
　（再掲　整理番号55）
7)重度障害者コミュニケーション支援事業
　 支援者養成研修
　 1回開催，36人参加
　（再掲　整理番号56）
8)福祉用具専門研修会
 　3回開催，93人参加
　（再掲　整理番号57）
9) アーチル新任研修
　　2回開催，計76人参加
10) アーチル療育セミナー
　　1回開催，計207人参加
11)アーチル発達障害特別講座
　　1回開催，計33人参加
12)成人施設中堅者研修
　　4回開催，計100人参加
13)行動障害研修
　　5回開催，計191人参加（第二自閉症児
　　者相談センターなないろとの共催）
14)共催セミナー
　　1回開催，43人参加（学びの連携推進室
　　との共催）
15)精神保健福祉初任者研修
　１回開催，85人参加
16)精神保健福祉実践講座
　1回開催，50人参加
17)アルコール問題研修講座
　1回開催，66人参加
18)自殺予防研修（ゲートキーパー研修）
　2回開催，147人参加
19)思春期問題研修講座
　1回開催，76人参加

　

【障害企画課】
1）障害保健福祉新任職員研修会
　1回開催，58人参加
2）障害福祉サービス事業所向けBCP研修
　1回開催，92人参加
　（再掲　整理番号114）
3)「福祉的就労ステップアップ事業」による
　研修会
　2回開催，20人参加
　（再掲　整理番号125）
4)障害者ケアマネジメント従事者養成研修
　2回開催，60人参加
　（再掲　整理番号27）
5)精神保健福祉初任者研修
　2回開催，107人参加
（実践講座は実施せず。）
6)アルコール問題研修講座
　1回開催，93人参加
7)自殺予防研修（ゲートキーパー研修）
　2回開催，162人参加
8)思春期問題研修講座
　1回開催，62人参加
9)アーチル新任研修
　　2回開催，計38人参加
10) アーチル療育セミナー
　　1回開催，計203人参加
11)アーチル発達障害特別講座
　　1回開催，計69人参加
12)成人施設中堅者研修
　　5回開催，計125人参加
13)行動障害研修
　　4回開催，計304人参加（第二自閉症児
　　者相談センターなないろとの共催）
14)共催セミナー
　　1回開催，60人参加（学びの連携推進室
　　との共催）
【ウェルポート】
15)障害者ケアマネジメント従事者養成研修
　５回開催，149人参加
　（再掲　整理番号27）
16)高次脳機能障害支援者研修
　４回開催，計114人参加
　（再掲　整理番号58）
17)呼吸リハビリテーション支援者研修会
   1回開催，47人参加
　（再掲　整理番号54）
18)重度障害者コミュニケーション支援
　 支援者養成研修
　 1回開催，47人参加
　（再掲　整理番号55）
19)福祉用具専門研修会
 　3回開催，79人参加
　（再掲　整理番号56）

【障害企画課・障害者支援課】
1について，新たに障害保健福祉に携わることになった
職員や相談支援専門員等を対象に，障害保健福祉の
概要や障害関係各課公所の業務等について研修し，
適切な業務を進める上で必要となる基礎知識の習得
に寄与した。
また，2, 3については，参加者の知識の向上に寄与す
ることができた。

[ウェルポート】
15について，実践者研修を１日から１．５日に充実を図
り，２年間で１０人のリーダー研修修了者を輩出した。
今後の各区自立支援協議会での人材育成を担うこと
が期待できる。
その他の地域リハビリテーション研修について，各研修
は参加者の満足度が高く，関わっている支援者の問題
意識に応える内容で実施することができた。

【はあとぽーと】
いずれの研修もおおむねアンケート結果から好評で
あったことが伺えた。

【アーチル】
・アーチル新任研修については，1回目にアーチルの概
要を伝え，2回目は年央に実施することで，これまでの
課題（困りごと等）を出しあい，フォローしあうことで励ま
しになりその後の業務に前向きに取り組むことができ
た。また，他機関の職員も参加することにより情報共有
と理解促進につながった。
・その他の研修会については，他機関との協働実施が
主。参加者の資質向上やネットワークの形成の一助と
なり，主催者側も研修計画・実施・振り返りを共有する
ことでお互いの立場や業務の理解促進，大切な視点や
目標を共有することができた。

人材の育成・確保
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